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隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
に
つ
い
て

今

泉

邦

子

V　lvm　II　I

は
じ
め
に

日
本
に
お
け
る
議
論

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論

検
　
　
討

お
わ
り
に

隠れた取立委任裏書について

1
　
は
じ
め
に

　
日
本
に
お
い
て
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
す
な
わ
ち
取
立
委
任
の
目
的
で
譲
渡
裏
書
が
行
わ
れ
た
場
合
に
関
す
る
議
論
は
、
形
式

的
な
権
利
者
と
、
そ
の
者
と
は
異
な
る
実
質
的
な
権
利
者
の
ど
ち
ら
を
権
利
者
と
し
て
扱
う
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
い
く
つ
か

の
立
場
に
分
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
間
題
に
お
い
て
、
な
お
学
説
の
対
立
は
若
干
あ
る
も
の
の
、
有
力
な
二
つ
の
学
説
で
あ
る
資

格
授
与
説
と
信
託
裏
書
説
の
立
場
か
ら
の
結
論
は
、
修
正
理
論
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
法
的
性
質
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

関
連
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ッ
で
は
、
有
力
な
学
説
が
、

291



法学研究70巻1号（’97：1）

「
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
は
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
、
信
託
裏
書
に
も
資
格
裏
書
に
も
な
る
の
で
あ
り
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

書
の
法
的
性
質
は
、
信
託
裏
書
な
の
か
、
そ
れ
と
も
資
格
裏
書
な
の
か
と
議
論
す
る
こ
と
は
無
益
で
あ
る
。
」
と
、
主
張
し
て
い
る
。

　
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
議
論
が
日
本
と
ド
イ
ツ
で
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
い
。

　
（
1
）
　
富
山
康
吉
「
取
立
委
任
裏
書
」
鈴
木
竹
雄
H
大
隅
健
一
郎
『
手
形
法
小
切
手
法
講
座
3
』
（
有
斐
閣
、
昭
四
二
）
二
五
四
頁
。

　
（
2
）
＝
。
ま
震
巳
Φ
三
＼
守
仁
ヨ
富
。
戸
≦
0
3
ω
①
祠
Φ
ω
9
N
琶
α
oD
。
げ
Φ
。
蓋
Φ
ω
卑
N
（
一
8
㎝
）
あ
』
臼
■

II

日
本
に
お
け
る
議
論

一
　
学
説
を
概
観
す
る
。
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
法
的
性
質
に
関
し
て
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
信
託
裏
書
説
、
資
格
裏
書

説
、
相
対
的
権
利
移
転
説
、
新
相
対
的
権
利
移
転
説
等
が
あ
る
。
信
託
裏
書
説
は
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、

裏
書
自
体
は
通
常
の
譲
渡
裏
書
で
あ
る
か
ら
、
手
形
上
の
権
利
は
被
裏
書
人
に
完
全
に
移
転
し
、
取
立
委
任
の
合
意
は
裏
書
人
被
裏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

書
人
間
の
人
的
関
係
た
る
に
止
ま
る
と
す
る
。
資
格
裏
書
説
は
、
こ
の
裏
書
に
よ
り
手
形
上
の
権
利
そ
の
も
の
は
被
裏
書
人
に
移
転

す
る
こ
と
な
く
、
被
裏
書
人
は
手
形
上
の
権
利
者
た
る
資
格
と
と
も
に
、
自
己
の
名
を
も
っ
て
裏
書
人
の
権
利
を
行
使
す
る
権
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

（
騨
ヨ
ぎ
耳
一
磐
轟
）
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
新
相
対
的
権
利
移
転
説
は
、
「
…
…
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
効
果
と
し
て
は
、

一
応
譲
渡
裏
書
の
効
力
が
生
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
裏
書
当
事
者
の
側
か
ら
取
立
委
任
関
係
を
理
由
に
権
利
が
移
転
し
て
い
な
い
と

主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
当
事
者
問
で
は
権
利
は
移
転
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
第
三
者
の
側
か
ら
取
立
委
任
関
係
を
あ
ば
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

権
利
が
移
転
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
。
手
形
所
有
権
は
裏
書
人
に
留
保
さ
れ
占
有

権
だ
け
を
被
裏
書
人
に
取
得
さ
せ
な
が
ら
、
同
時
に
手
形
上
の
手
形
関
係
に
つ
い
て
は
裏
書
に
よ
り
こ
れ
を
被
裏
書
人
に
取
得
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
い
る
、
と
す
る
説
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
裏
書
人
と
被
裏
書
人
の
ど
ち
ら
が
ど
の
よ
う
な
権
利
を
有
す
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隠れた取立委任裏書について

る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
区
別
さ
れ
る
学
説
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
が
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
効
力
を
画
一
的
に
定
め
よ
う
と
す

る
の
に
対
し
て
、
こ
の
裏
書
の
効
力
は
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
信
託
裏
書
と
な
る
と
き
も
資
格
授
与
と
な
る
と
き
も
あ
る
と
す
る

　
（
5
）
（
6
）

説
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
説
が
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
性
質
論
を
通
し
て
議
論
を
す
る
の
は
、
次
の
問
題
点
で
あ
る
。
隠
れ
た
取
立
委
任

裏
書
の
被
裏
書
人
が
、
委
任
の
本
旨
に
反
し
て
手
形
を
第
三
者
に
譲
渡
し
た
場
合
、
裏
書
人
お
よ
び
被
裏
書
人
の
担
保
責
任
は
ど
う

な
る
の
か
。
手
形
債
務
者
が
裏
書
人
に
対
し
て
抗
弁
を
有
し
て
い
る
場
合
、
債
務
者
は
被
裏
書
人
に
対
す
る
抗
弁
の
主
張
を
認
め
ら

れ
る
か
。
逆
に
、
手
形
債
務
者
が
被
裏
書
人
に
対
し
て
抗
弁
を
有
し
て
い
る
場
合
、
債
務
者
は
被
裏
書
人
に
よ
る
支
払
請
求
に
対
し

て
そ
の
抗
弁
を
主
張
し
う
る
か
。
取
立
委
任
裏
書
後
に
被
裏
書
人
が
破
産
し
た
場
合
、
裏
書
人
は
手
形
に
つ
い
て
取
戻
権
を
有
す
る

か
。
逆
に
、
取
立
委
任
裏
書
後
に
裏
書
人
が
破
産
し
た
場
合
も
問
題
に
な
る
。
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
へ
信
託
法
一
一
条
を
ど
の
よ

う
に
適
用
す
る
か
。
善
意
取
得
制
度
の
適
用
は
あ
る
と
考
え
る
べ
き
か
。
取
立
委
任
が
解
除
さ
れ
た
場
合
の
権
利
義
務
関
係
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
か
。
各
々
の
問
題
点
に
お
い
て
、
形
式
的
な
権
利
者
と
実
質
的
な
権
利
者
に
対
し
て
、
手
形
債
務
者
、
裏
書
人
の
債

権
者
、
被
裏
書
人
の
債
権
者
ま
た
は
取
得
者
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
れ
る
な
ら
ば
妥
当
か
、
と
い
う
検
討
の
結
果
、
隠
れ
た
取
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ク
レ

委
任
裏
書
の
法
的
性
質
が
決
定
さ
れ
て
い
る
側
面
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
各
説
が
他
の
説
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
不
備
を
指
摘
し
て

い
る
の
か
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
信
託
裏
書
説
の
立
場
か
ら
、
他
の
説
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
不
当
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
資
格
授
与
説
に
対
し
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
文
言
行
為
た
る
手
形
行
為
に
つ
き
、
公
然
の
取
立
委
任
裏
書
の
効
力
と
隠
れ

た
取
立
委
任
裏
書
の
効
力
と
を
同
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
結
局
、
手
形
法
一
八
条
の
規
定
の
意
義
を
無
視
し
去
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
被
裏
書
人
か
ら
譲
渡
裏
書
さ
れ
た
取
得
者
が
、
手
形
上
の
権
利
を

承
継
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
法
の
予
定
す
る
と
こ
ろ
と
大
き
く
異
な
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
こ
の
点
を
克
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服
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
相
対
的
権
利
移
転
説
・
新
相
対
的
権
利
移
転
説
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
理
論
的
根
拠
を
欠
く
便
宜
的
な
見
解
で
あ
る
。
）

②
当
事
者
間
の
実
質
関
係
で
あ
っ
て
、
当
事
者
以
外
の
第
三
者
に
は
判
明
し
な
い
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
手
形
関
係
に
持
ち
込
ん
だ
も

の
で
あ
っ
て
、
表
示
を
重
ん
じ
形
式
を
尊
ぶ
手
形
関
係
の
本
質
に
違
反
し
適
当
で
は
な
い
。
殊
に
、
手
形
関
係
の
設
定
に
は
当
事
者

の
意
思
は
重
要
な
制
限
を
受
け
る
と
い
う
特
質
か
ら
い
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
当
事
者
間
の
隠
れ
た
実
質
関
係
に
よ
っ
て
手
形
関
係

を
律
す
る
の
は
正
当
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
場
合
に
は
、
常
に
信
託
譲
渡
が
あ
っ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。
③
公
然
の
取
立
委
任
裏
書
と
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
実
質
的
な
違
い
は
、
満
期
前
に
割
引
に
よ
り
対
価
を
回
収
し
う
る
と

い
う
一
点
に
の
み
求
め
ざ
る
を
得
ず
、
と
す
れ
ば
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
被
裏
書
人
が
さ
ら
な
る
裏
書
を
な
し
得
る
こ
と
は
、

裏
書
の
当
事
者
間
に
お
い
て
そ
も
そ
も
予
定
さ
れ
て
い
た
い
わ
ば
合
意
に
も
と
づ
く
事
情
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

被
裏
書
人
の
か
か
る
地
位
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
裏
書
の
本
質
は
資
格
授
与
に
あ
り
、
裏
書
自
体
か
ら
は
手
形
上
の
権
利
の
移
転

は
生
じ
な
い
と
す
る
資
格
授
与
説
の
立
論
は
、
い
ま
一
度
そ
の
出
発
点
が
問
わ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
④
ド
イ
ツ
法
の
観
念
で

あ
る
資
格
譲
渡
を
、
我
国
に
転
用
す
る
の
は
適
当
で
な
く
、
日
本
法
上
は
一
般
に
所
有
権
を
離
れ
た
処
分
権
を
認
め
る
根
拠
が
な
い

の
み
な
ら
ず
、
手
形
法
の
認
め
て
い
な
い
特
殊
裏
書
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
⑤
被
裏
書
人
は
手
形
債
権
そ
の
も
の
を
取
得
し
た
の

で
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
他
に
譲
渡
し
得
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
被
裏
書
人
は
裏
書
が
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
た

る
事
実
を
知
っ
て
い
る
者
か
ら
は
手
形
の
割
引
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
性
質
は
当
事
者
の
意
思
で
決
定
さ
れ
る
と
す
る
説
に
対
し
て
は
、
資
格
授
与
説
に
対
す
る
批
判
と
ほ
ぽ

同
様
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
形
式
が
重
ん
じ
ら
れ
る
手
形
関
係
に
、
当
事
者
間
の
実
質
関
係
を
持
ち
込
ん
で
い

る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

　
新
相
対
的
権
利
移
転
説
に
対
し
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
古
い
判
例
が
信
託
譲
渡
の
法
律
構
成
に
つ
き
相
対
的
権
利
移
転
説
を

と
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
第
三
者
の
側
か
ら
は
肯
定
し
て
も
否
定
し
て
も
よ
い
権
利
移
転
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
た
新
し
い
意
味
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で
の
相
対
的
権
利
移
転
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
不
動
産
物
権
の
移
転
に
つ
い
て
の
対
抗
要
件
を
定
め
る
民
法
一
七
七
条
ま
た
は

動
産
物
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
対
抗
要
件
を
定
め
る
民
法
一
七
八
条
の
よ
う
な
対
抗
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
な
ら
ば
、
そ
の

よ
う
な
解
釈
が
認
め
ら
れ
る
が
、
譲
渡
裏
書
の
効
力
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
特
別
の
規
定
は
な
く
、
譲
渡
裏
書
に
基
づ
く
手
形
上

の
権
利
移
転
は
絶
対
的
に
生
じ
、
後
は
抗
弁
に
よ
る
対
抗
の
問
題
と
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
新
相
対
的
権
利
移
転
説
を
と
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
第
三
者
が
複
数
存
在
し
、
他
の
一
人
が
こ
れ
を
否
定
す
る
場
合
に
、
そ
の
法
律
関
係
の
解
決
に
困
る
こ
と

と
な
ろ
う
。
②
第
三
者
の
側
か
ら
は
当
事
者
問
で
権
利
が
移
転
し
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
移
転
し
て
い
な
い
と
主

張
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
す
る
が
、
こ
れ
で
は
、
裏
書
人
の
債
権
者
と
被
裏
書
人
の
債
権
者
と
の
間
で
手
形
の
取
り
合
い
に
な
ら
な

い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
資
格
授
与
説
の
立
場
か
ら
、
他
の
説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。

　
信
託
裏
書
説
に
対
し
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
こ
の
説
か
ら
理
論
的
に
で
て
く
る
結
果
は
不
当
に
な
っ
て
し
ま
い
、
種
々
の
付

加
的
理
由
に
よ
っ
て
そ
の
結
論
は
修
正
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
問
題
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
理
論
的
一
貫
性
を

失
っ
て
い
る
。
②
信
託
の
観
念
に
日
本
は
な
じ
み
が
な
い
。
③
取
引
の
安
全
の
た
め
に
必
要
な
程
度
以
上
に
、
手
形
上
の
記
載
を
徹

底
的
に
法
律
効
果
へ
結
び
つ
け
て
お
り
、
当
事
者
の
意
図
す
る
経
済
的
目
的
を
必
要
以
上
に
制
限
し
て
い
る
。
④
固
有
の
経
済
的
利

益
の
な
い
被
裏
書
人
に
対
し
て
、
裏
書
人
に
対
す
る
抗
弁
が
制
限
さ
れ
る
結
果
は
不
当
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
新
相
対
的
権
利
移
転
論
の
立
場
か
ら
は
、
他
の
説
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
資
格
授
与
説
に
対
し
て
は
、
各
種
の
問
題
に
つ
い
て
一
貫
し
た
理
論
に
よ
り
妥
当
な
結
論
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
手
形
関

係
に
お
い
て
は
可
能
な
限
り
表
示
を
尊
重
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
批
判
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
な
お
、
権
利
移
転
行
為
有
因
論
を
前
提
と
す
る
説
は
、
信
託
裏
書
説
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
説
は
、
ま
ず
隠
れ
た
取
立
委
任
裏

書
は
、
信
託
法
一
条
に
い
う
信
託
に
該
当
す
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
手
形
権
利
移
転
行
為
有
因
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
当
事

295



法学研究70巻1号（’97：1）

者
問
の
実
質
関
係
を
そ
の
ま
ま
手
形
関
係
に
反
映
さ
せ
る
理
論
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
法
的
性
質
に
つ

い
て
、
必
然
的
に
資
格
授
与
説
に
よ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
否
定
し
て
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

手
形
権
利
移
転
行
為
有
因
論
は
、
当
事
者
間
で
、
権
利
を
移
転
す
る
意
思
が
な
く
、
ま
た
は
原
因
関
係
の
消
滅
等
の
事
由
に
よ
り
手

形
上
の
権
利
を
相
手
方
に
保
有
さ
せ
て
お
く
意
思
が
な
い
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
当
事
者
間
の
関
係
を
手
形
関
係
に
影
響
さ
せ
よ
う

と
い
う
理
論
で
あ
っ
て
、
当
事
者
間
の
実
質
関
係
を
そ
の
ま
ま
手
形
関
係
に
影
響
さ
せ
る
理
論
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
当
事
者
間
で
取
立
委
任
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
手
形
上
の
権
利
を
移
転
さ
せ
る
と
い
う
合
意
の
も
と
に
手
形
の
裏
書
譲
渡
が

な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
裏
書
譲
渡
に
よ
り
手
形
上
の
権
利
が
被
裏
書
人
に
移
転
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
何
ら
妨
げ
ら

れ
な
い
、
と
。
ま
た
、
資
格
授
与
説
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
資
格
授
与
説
の
論
者
で
あ
る
大

隅
教
授
が
、
善
意
の
第
三
者
と
の
関
係
で
は
譲
渡
裏
書
の
形
式
に
従
っ
て
法
律
関
係
が
処
理
さ
れ
る
と
い
う
と
き
は
、
手
形
債
務
者

も
善
意
の
第
三
者
と
し
て
保
護
さ
れ
て
然
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
隅
教
授
が
善
意
の
第
三
者
と
い
う
の
は
、
手
形
の
取
得
者

を
意
味
し
、
手
形
債
務
者
は
含
ま
な
い
趣
旨
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
資
格
裏
書
説
の
限
界
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
、
と
。

　
相
対
的
有
因
論
は
、
次
の
よ
う
に
解
決
を
す
る
。
「
…
…
約
束
手
形
を
A
が
B
に
振
り
出
し
、
B
が
C
に
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書

を
な
し
、
C
が
D
に
裏
書
に
よ
り
譲
渡
し
た
場
合
に
、
B
の
C
に
対
す
る
譲
渡
裏
書
の
原
因
関
係
は
、
C
に
手
形
上
の
権
利
を
移
転

せ
し
め
る
も
の
で
は
な
く
、
手
形
上
の
権
利
を
構
成
す
る
各
種
の
権
能
の
う
ち
の
取
立
権
限
を
授
与
す
る
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
手
形

関
係
と
原
因
関
係
と
は
一
致
せ
ず
、
A
・
B
・
C
の
間
で
は
、
C
は
原
因
関
係
が
存
在
す
る
限
度
で
手
形
上
の
権
能
を
取
得
し
う
る

に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
C
は
取
立
権
限
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、
人
的
抗
弁
の
問
題
お
よ
び
破
産
ま
た
は
取
立
委
任
の
解
除
の

場
合
に
お
け
る
効
果
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
資
格
授
与
説
と
同
様
の
結
果
に
な
る
。
し
か
し
、
裏
書
当
事
者
の
後
者
た
る
D
は
、
B

が
証
券
上
に
な
し
た
C
に
対
す
る
有
効
な
譲
渡
裏
書
を
当
然
に
信
頼
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
信
託
裏
書
説
と
同
様
に
、
重
過
失
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
A
・
B
・
C
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
を
承
継
取
得
す
る
。
た
だ
し
、
D
が
B
・
C
の
原
因
関
係
に
つ
い
て
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隠れた取立委任裏書について

悪
意
の
場
合
に
は
（
手
形
法
一
七
条
但
書
）
、
A
・
B
は
、
C
に
対
す
る
原
因
関
係
上
の
無
権
利
の
抗
弁
を
も
っ
て
、
悪
意
の
抗
弁
と

し
て
D
に
も
対
抗
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
D
は
C
と
同
様
に
B
の
有
す
る
行
使
権
限
を
有
し
う
る
に
と
ど
ま
り
、
A
は
B
に
対
す

る
人
的
抗
弁
を
も
っ
て
権
限
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
C
に
対
抗
し
う
る
の
み
な
ら
ず
、
悪
意
の
抗
弁
と
し
て
D
に
も
対
抗
し
う
る
こ

　
　
　
（
1
2
）

と
に
な
る
」
。

　
信
託
裏
書
説
に
対
し
て
、
「
…
…
一
見
、
表
示
を
重
ん
じ
形
式
を
尊
重
す
る
手
形
関
係
の
本
質
に
か
な
う
理
論
で
あ
る
か
の
ご
と

く
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
が
妥
当
な
も
の
と
な
る
た
め
に
は
大
幅
な
修
正
が
必
要
と
な
り
、
…
…
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
資
格

授
与
説
に
つ
い
て
は
、
概
ね
妥
当
で
あ
る
が
、
被
裏
書
人
か
ら
手
形
を
譲
り
受
け
た
者
の
保
護
な
ら
び
に
、
取
立
委
任
が
無
効
ま
た

は
撤
回
さ
れ
た
場
合
の
債
務
者
お
よ
び
取
得
者
の
保
護
の
点
で
問
題
が
あ
る
と
す
る
。
新
相
対
的
権
利
移
転
説
に
つ
い
て
は
、
何
故
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

手
形
上
の
権
利
が
相
対
的
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
、
と
批
判
す
る
。

二
　
判
例
は
、
最
判
昭
和
三
一
年
二
月
七
日
民
集
一
〇
巻
二
号
二
七
頁
の
立
場
を
、
最
判
昭
和
四
四
年
三
月
二
七
日
民
集
二
三
巻
三

号
六
〇
一
頁
が
引
き
継
ぎ
、
「
手
形
上
の
債
権
を
信
託
的
に
被
裏
書
人
に
移
転
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ

の
後
の
下
級
審
判
決
に
も
同
様
の
立
場
を
と
る
も
の
が
あ
る
（
和
歌
山
地
判
昭
和
四
六
年
六
月
一
七
日
金
法
六
二
五
号
二
八
頁
、
大
阪
高

判
昭
和
五
〇
年
五
月
三
〇
日
金
法
七
六
六
頁
三
二
頁
、
名
古
屋
高
判
昭
和
五
四
年
六
月
二
八
日
金
商
五
七
九
号
五
頁
、
京
都
地
判
昭
和
五
五
年

一
二
月
二
六
日
判
時
一
〇
二
七
号
二
］
O
頁
）
。

　
（
1
）
　
鈴
木
竹
雄
『
手
形
法
小
切
手
法
』
（
有
斐
閣
、
昭
六
一
）
二
七
一
頁
。

　
（
2
）
大
隅
健
一
郎
「
手
形
の
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
」
『
商
法
の
諸
問
題
』
（
有
信
堂
、
昭
四
一
）
四
五
一
頁
、
同
『
手
形
法
小
切
手
法
講

　
　
義
』
（
有
斐
閣
、
平
五
）
一
二
一
頁
。

　
（
3
）
　
鈴
木
竹
雄
「
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
と
人
的
抗
弁
」
『
商
法
演
習
m
』
鈴
木
竹
雄
U
大
隅
健
一
郎
編
（
有
斐
閣
、
昭
四
三
）
二
三
八

　
　
～
二
三
九
頁

　
（
4
）
黒
野
恭
成
「
取
立
の
た
め
の
譲
渡
裏
書
（
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
）
の
理
論
構
成
」
法
経
論
集
法
律
篇
（
愛
知
大
学
）
七
九
号
一
一
一
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頁
（
昭
五
〇
）
。

（
5
）
　
松
本
丞
…
治
『
手
形
法
』
（
中
央
大
学
、
大
七
）
二
八
一
～
二
八
三
頁
は
、
「
…
…
隠
レ
タ
ル
取
立
委
任
裏
書
二
付
イ
テ
ハ
信
託
裏
書
説

　
ト
資
格
説
ト
ノ
両
説
ア
レ
ト
モ
其
何
レ
カ
正
当
ナ
ル
カ
ハ
各
個
ノ
場
含
ノ
事
実
問
題
二
属
ス
手
形
譲
渡
ノ
物
権
行
為
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
前

　
説
二
依
ル
ヘ
ク
其
行
為
ナ
カ
リ
シ
ト
キ
ハ
後
説
ニ
ヨ
ル
ヘ
シ
当
事
者
ノ
意
思
如
何
ヲ
問
ハ
ス
シ
テ
常
二
其
何
レ
カ
ノ
一
説
ヲ
採
守
ス
ル
ハ

　
到
底
謬
見
タ
ル
コ
ト
ヲ
免
レ
サ
ル
ナ
リ
」
と
す
る
。
原
則
的
に
こ
の
説
に
従
い
、
さ
ら
に
当
事
者
の
意
思
が
不
分
明
で
あ
る
と
き
に
は
単

　
な
る
資
格
の
授
与
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
大
審
院
判
例
（
大
判
大
一
五
年
六
月
一
日
収
録
不
明
、
大
判
昭
九
年
一
一
月
一
〇
日
収
録

　
不
明
）
が
あ
る
（
高
窪
喜
八
郎
ー
升
本
喜
兵
衛
⊥
局
窪
利
『
学
説
判
例
総
覧
手
形
法
小
切
手
法
』
（
中
央
大
学
出
版
部
、
昭
四
七
）
四
九
八

　
～
五
〇
二
頁
）
。
な
お
、
川
村
正
幸
「
判
批
」
金
判
七
四
九
号
四
七
～
四
八
頁
、
同
『
手
形
小
切
手
法
』
（
新
世
祉
、
平
八
）
一
七
一
～
一
七
三

　
頁
は
、
こ
の
説
を
前
提
と
し
た
信
託
裏
書
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
に
二
つ
の
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め

　
る
。
当
事
者
間
で
の
手
形
上
の
権
利
の
移
転
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
手
形
金
の
取
立
の
み
を
目
的
と
す
る
取
立
授
権
の
場
合
と
、
当
事
者
間

　
で
手
形
上
の
権
利
の
移
転
が
あ
る
信
託
譲
渡
の
場
合
で
あ
る
。
後
者
は
、
信
託
法
一
条
に
い
う
信
託
で
あ
る
が
、
前
者
は
そ
う
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
前
者
に
つ
い
て
も
、
信
託
譲
渡
に
準
じ
る
も
の
と
考
え
る
。
「
資
格
授
与
説
は
、
手
形
の
文
言
証
券
性

　
の
一
顕
現
で
あ
る
客
観
解
釈
の
原
則
を
見
誤
っ
て
い
る
。
こ
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
手
形
行
為
の
法
的
性
質
は
す
べ
て
の
手
形
当
事
者
に
対

　
す
る
関
係
に
お
い
て
そ
の
外
形
に
し
た
が
っ
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
も
通
常
の
譲
渡
裏
書

　
と
同
様
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
外
形
上
、
手
形
上
の
権
利
の
移
転
が
あ
る
も
の
と
み
え
る
こ
と
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
本
来
の

　
信
託
譲
渡
の
場
合
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、
信
託
裏
書
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
裏
書
に
よ
り
手
形
上
の
権
利
は
一

　
応
被
裏
書
人
に
移
転
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
真
実
の
実
質
関
係
で
あ
る
取
立
委
任
の
関
係
が
立
証
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
実
質

　
関
係
に
し
た
が
っ
て
裏
書
当
事
者
間
の
み
な
ら
ず
第
三
者
と
の
間
の
法
律
関
係
も
考
え
て
よ
い
」
と
す
る
。

（
6
）
　
薬
師
寺
志
光
H
本
間
喜
一
「
新
手
形
法
註
釈
」
法
学
志
林
三
八
巻
一
〇
号
一
二
五
～
一
五
〇
頁
（
薬
師
寺
志
光
執
筆
）
（
昭
二
）

　
に
よ
れ
ば
、
他
に
も
、
手
形
所
有
権
の
み
移
転
し
て
手
形
上
の
権
利
は
移
転
し
な
い
と
す
る
説
、
仮
装
裏
書
説
、
解
除
条
件
付
き
所
有
権

　
移
転
説
、
が
あ
る
。
日
本
で
は
支
持
者
は
い
な
い
。

（
7
）
　
関
俊
彦
「
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
法
的
性
質
」
竹
内
昭
夫
編
『
特
別
講
義
商
法
H
』
（
有
斐
閣
、
平
七
）
一
六
三
頁
は
、
こ
の
こ

　
と
を
指
摘
す
る
。

（
8
）
　
石
井
照
久
『
手
形
法
小
切
手
法
』
（
弘
文
堂
、
平
四
）
八
五
～
八
六
頁
、
石
井
照
久
H
鴻
常
夫
『
手
形
法
小
切
手
法
』
（
勤
草
書
房
、
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昭
五
六
）
二
四
八
頁
、
鳥
賀
陽
然
良
『
手
形
法
』
（
弘
文
堂
、
昭
一
〇
）
一
五
九
～
］
六
〇
頁
、
倉
澤
康
一
郎
「
判
批
」
法
学
研
究
六
］

巻
四
号
九
六
頁
（
昭
六
三
）
、
同
『
手
形
判
例
の
基
礎
』
（
日
本
評
論
社
、
平
四
）
一
七
五
～
一
七
六
頁
、
久
留
島
隆
「
判
批
」
法
学
研
究

五
七
巻
一
号
一
〇
二
～
一
〇
八
頁
、
関
・
前
掲
註
（
7
）
『
特
別
講
義
商
法
H
』
一
五
八
～
一
五
九
頁
、
竹
田
省
『
手
形
法
小
切
手
法
』

　
（
有
斐
閣
、
昭
三
〇
）
三
三
頁
、
田
中
耕
太
郎
『
手
形
法
小
切
手
法
概
論
』
（
有
斐
閣
、
昭
二
）
三
八
O
頁
、
田
中
誠
二
『
手
形
小
切

手
法
詳
論
（
下
）
』
（
勤
草
書
房
、
昭
五
二
）
五
六
〇
～
五
六
一
頁
、
田
中
誠
二
H
山
村
忠
平
ロ
堀
口
亘
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
手
形
法
』

　
（
勤
草
書
房
、
昭
四
六
）
六
〇
三
～
六
〇
五
頁
、
春
田
博
「
判
批
」
早
稲
田
法
学
六
二
巻
二
号
二
三
〇
～
二
三
一
頁
（
昭
六
一
）
、
薬
師
寺

　
H
本
間
・
前
掲
註
（
6
）
「
新
手
形
法
註
釈
」
二
二
二
～
二
壬
二
頁
。
な
お
、
高
窪
利
一
『
現
代
手
形
法
小
切
手
法
』
（
経
済
法
令
研
究
会
、

平
五
）
二
二
四
～
二
二
五
頁
は
、
裏
書
は
不
特
定
多
数
人
に
対
す
る
形
式
的
書
面
行
為
に
ほ
か
な
ら
ず
、
手
形
の
譲
渡
は
も
っ
ぱ
ら
被
裏

書
人
に
証
券
を
交
付
（
占
有
の
移
転
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
立
場
か
ら
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
を
次
の
よ
う
に
理
論
構

成
す
る
。
交
付
に
よ
っ
て
被
裏
書
人
は
当
然
に
権
利
者
と
な
る
の
で
、
裏
書
の
効
果
意
思
が
譲
渡
に
あ
る
か
代
理
権
限
授
与
に
あ
る
か
を

論
ず
る
必
要
は
な
く
、
裏
書
人
は
担
保
責
任
を
負
う
。
所
持
人
が
形
式
的
資
格
を
使
っ
て
権
利
行
使
を
な
し
う
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
が
、

実
質
的
に
権
利
を
行
使
で
き
る
か
否
か
は
、
裏
書
意
思
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
裏
書
人
と
被
裏
書
人
と
の
間
の
手
形
授
受
の
契

約
内
容
（
H
取
立
権
限
の
授
与
）
に
よ
っ
て
決
ま
る
。

（
9
）
　
木
内
宜
彦
『
手
形
法
小
切
手
法
』
（
勤
草
書
房
、
平
四
）
一
六
二
頁
、
北
沢
正
啓
「
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
性
質
と
効
果
」
法
学

教
室
〈
第
二
期
〉
二
号
五
八
頁
（
昭
四
八
）
、
小
橋
一
郎
『
手
形
法
小
切
手
法
』
（
成
文
堂
、
平
七
）
二
一
九
頁
、
田
邊
光
政
『
最
新
手
形

法
小
切
手
法
』
（
中
央
経
済
社
、
平
六
）
一
七
六
頁
、
富
山
康
吉
「
取
立
委
任
裏
書
」
鈴
木
竹
雄
H
大
隅
健
一
郎
編
『
手
形
法
小
切
手
法

講
座
3
』
（
有
斐
閣
、
昭
四
二
）
二
五
四
～
二
五
五
頁
、
弥
永
真
生
『
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
手
形
法
小
切
手
法
』
（
有
斐
閣
、
平
七
）
一
四
四

～
一
四
五
頁
。

（
1
0
）
　
小
松
俊
夫
「
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
性
質
」
商
法
の
争
点
H
三
七
三
頁
（
平
五
）
、
鈴
木
・
前
掲
註
（
3
）
『
商
法
演
習
m
』
二
三
八

　
～
二
一
二
九
頁
。
北
沢
正
啓
「
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
」
手
形
小
切
手
判
例
百
選
二
〇
六
～
二
〇
八
頁
（
昭
五
一
）
は
、
新
相
対
的
権
利
移

　
転
論
に
注
目
を
し
て
い
る
。

（
1
1
）
前
田
庸
『
手
形
法
小
切
手
法
入
門
』
（
有
斐
閣
、
平
元
）
二
三
九
～
二
四
〇
頁
、
竹
内
昭
夫
「
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
と
人
的
抗
弁
」

商
法
の
判
例
二
二
〇
～
二
二
四
頁
（
昭
五
二
）
。
後
者
は
、
有
因
論
を
前
提
と
す
る
信
託
裏
書
説
で
は
、
資
格
裏
書
説
と
同
じ
結
論
を
認

　
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
。
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（
1
2
）
　
平
出
慶
道
『
手
形
法
小
切
手
法
』
（
有
斐
閣
、
平
四
）
四
二
五
～
四
二
六
頁
。

　
頁
参
照
。

（
1
3
）
　
平
出
・
前
掲
註
（
1
2
）
『
手
形
法
小
切
手
法
』
四
一
七
～
四
二
五
頁
。

皿

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論

相
対
的
有
因
論
に
つ
い
て
は
、
同
二
二
一
～
二
一
九

一
　
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
と
は
、
完
全
裏
書
の
形
式
を
と
り
、
外
見
か
ら
は
授
権
の
あ
る
こ
と
を
知
り
得
な
い
が
、
被
裏
書
人
が
、

自
己
の
名
義
で
、
裏
書
人
の
指
示
に
従
っ
て
そ
の
計
算
に
よ
り
、
手
形
債
権
を
取
り
立
て
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
裏
書
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
完
全
裏
書
の
形
式
を
と
り
、
第
三
者
、
特
に
銀
行
へ
、
手
形
を
譲
渡
す
る
権
限
を
与
え
る
、
隠
れ
た
割
引
裏
書
と
は
区
別

さ
れ
る
。
こ
の
裏
書
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
争
い
が
あ
り
、
信
託
的
譲
渡
（
幕
昌
ぎ
号
器
3
窪
（
識
血
自
母
岳
3
窪
）
O
σ
雫

叶
寅
讐
轟
）
と
す
る
見
解
と
、
行
使
権
限
授
与
（
＞
島
ま
§
鵯
①
§
ぎ
言
讐
轟
（
幕
覧
冒
呂
o
霧
N
8
巴
o
昌
）
）
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

し
か
し
、
有
力
な
見
解
は
、
こ
の
裏
書
の
法
的
性
質
は
ど
ち
ら
で
あ
る
の
か
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
無
駄
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
法
的
性
質
は
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
、
信
託
的
譲
渡
と
行
使
権
限
授
与
と
、
ど

ち
ら
の
場
合
も
あ
り
う
る
。
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
法
的
性
質
を
左
右
す
る
当
事
者
の
意
思
は
、
手
形
の
交
付
と
共
に
な
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

意
思
表
示
で
あ
り
、
銀
行
・
取
引
の
慣
習
に
従
っ
て
確
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
手
形
記
載
に
は
示
さ
れ
な
い
、
手
形
の
交
付
と
共
に
な
さ
れ
る
意
思
表
示
と
は
、
手
形
法
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
有
力
説
が
、
契
約
説
を
取
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
契
約
説
に
よ
れ
ば
、
手
形

債
務
の
発
生
に
は
、
署
名
を
含
む
証
券
の
作
成
の
ほ
か
に
、
署
名
済
み
の
手
形
の
交
付
お
よ
び
受
領
と
い
う
様
態
の
交
付
契
約
が
締

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

結
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
手
形
法
に
は
交
付
契
約
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
民
法
に
は
、
法
律
行
為
に
よ
り
債
務
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を
負
担
す
る
場
合
（
お
3
富
鷺
ω
3
畦
島
3
①
く
①
遍
臣
3
霊
畠
）
は
原
則
と
し
て
契
約
に
基
づ
く
こ
と
を
要
求
す
る
規
定
（
㈱
ω
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

切
O
ゆ
）
が
あ
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
に
対
応
す
る
の
が
交
付
契
約
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

質
を
決
定
す
る
、
手
形
の
交
付
と
共
に
な
さ
れ
る
当
事
者
の
意
思
表
示
と
は
、
交
付
契
約
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
交
付
契

約
は
、
手
形
所
有
権
を
変
動
さ
せ
る
処
分
契
約
（
く
鼠
凝
琶
蕩
話
葺
譜
）
の
性
質
も
有
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
処
分

契
約
と
し
て
の
効
力
は
、
手
形
債
務
の
発
生
に
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
受
取
人
所
有
の
用
紙
を
使
っ
て
手
形
の
振

出
が
な
さ
れ
る
場
合
は
、
手
形
所
有
権
に
つ
い
て
の
処
分
契
約
は
不
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
証
券
に
よ
る
権
利
は
証
券
に
対
す
る
権

利
に
従
う
。
」
と
い
う
法
格
言
の
通
り
、
手
形
が
裏
書
さ
れ
る
場
合
は
、
物
権
的
合
意
（
田
三
讐
轟
畜
8
ω
一
ω
O
ω
）
が
必
要
で

（
5
）

あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
複
合
的
な
要
素
か
ら
な
る
手
形
行
為
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
端
的
に
言
え
ば
、

証
券
上
の
表
示
（
9
ざ
＆
ぎ
箒
国
詩
田
歪
握
）
と
交
付
契
約
と
で
異
な
っ
た
解
釈
方
法
が
と
ら
れ
る
。

　
証
券
上
の
表
示
は
、
客
観
的
に
定
型
的
に
解
釈
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
記
載
に
対
し
て
、
厳
密
に
客
観
的
に
、
取
引
界
の
理
解
か
ら

す
れ
ば
典
型
的
で
あ
る
意
味
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
証
券
外
の
事
情
は
、
手
形
取
得
者
が
手
形
行
為

の
直
接
の
相
手
方
で
あ
ろ
う
と
、
第
三
取
得
者
で
あ
ろ
う
と
、
認
識
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
容
易
に
知
り
う
る
範
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

で
、
考
慮
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
手
形
厳
正
で
あ
る
。
手
形
は
流
通
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
証
券
が
交
付
契
約
に
参
加
し
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

第
三
者
に
よ
る
権
利
取
得
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
方
法
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
交
付
契
約
は
、
手
形
行
為
の
当
事
者
間
に
特
有
な
法
律
関
係
で
あ
る
。
手
形
行
為
の
当
事
者
間
に
お
い
て
の
み
、
証
券
記
載
の
解

釈
に
付
加
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
交
付
契
約
の
解
釈
は
、
証
券
に
記
載
さ
れ
な
い
一
切
の
事
情
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

意
思
表
示
の
解
釈
に
関
す
る
一
般
原
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。

　
で
は
、
証
券
上
の
記
載
と
交
付
契
約
の
内
容
が
一
致
し
な
い
場
合
は
、
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
手
形
行
為
の
当
事
者
間
で
は
、
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前
述
の
通
り
、
交
付
契
約
の
内
容
に
従
っ
て
、
法
律
関
係
が
確
定
さ
れ
る
。
間
題
と
な
る
の
は
、
第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。

こ
の
関
係
は
、
有
効
性
の
抗
弁
（
O
髪
蒔
ぎ
駐
①
堅
語
邑
信
お
）
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
有
効
性
の
抗
弁
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
手
形
債
務
が
成
立
す
る
た
め
に
原
則
的
に
必
要
で
あ
る
交
付
契
約
が
欠
鉄
す

る
場
合
に
、
手
形
債
務
者
が
、
手
形
債
務
の
不
成
立
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
交
付
契
約
が
欠
訣
す
る
場
合
す
な
わ
ち
手
形

債
務
が
契
約
に
よ
っ
て
成
立
し
な
い
場
合
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
あ
る
。
㈱
交
付
契
約
が
完
全
に
欠
け
て
い
る
場
合
。
例
え
ば
、

所
持
人
が
手
形
を
盗
ん
だ
場
合
で
あ
る
。
㈲
債
務
が
生
じ
な
い
場
合
。
例
え
ば
、
賭
博
（
oo
鳳
巴
竃
爵
ω
の
ω
）
、
婚
姻
の
仲
介
（
国
ぎ
－

＜
震
菖
注
仁
轟
ま
親
ゆ
の
ゆ
）
贈
与
約
束
の
方
式
を
欠
く
（
護
旨
μ
田
。
。
一
ω
N
ゆ
の
ゆ
）
手
形
の
贈
与
（
ω
3
窪
ざ
轟
）
、
主
債
務
者

に
つ
い
て
の
免
除
・
和
解
・
支
払
猶
予
（
卑
ξ
P
く
①
邑
①
一
魯
あ
ε
⇒
α
§
鵬
）
の
場
合
で
あ
る
。
＠
交
付
契
約
が
無
効
な
場
合
。
例

え
ば
、
暴
利
行
為
（
≦
仁
3
R
惚
ω
。
。
一
田
O
ゆ
）
、
良
俗
違
反
（
＜
①
翼
o
爾
ω
鵬
罐
窪
9
①
讐
8
コ
o
っ
葺
窪
費
総
一
ω
O
ω
）
、
錯
誤
に
よ

る
取
消
（
＞
氏
。
9
葺
鑛
ゑ
紹
雲
一
三
q
ヨ
ω
惚
お
ゆ
の
ω
）
、
詐
欺
ま
た
は
強
迫
（
鷲
讐
ω
鼠
R
↓
ぎ
。
D
9
琶
臓
o
阜
O
δ
♂
畠
響
器

ω
O
ω
）
書
合
手
形
（
≦
①
3
絶
邑
冨
邑
）
の
場
合
な
ど
で
あ
る
。
賭
博
（
9
芭
）
お
よ
び
賭
事
（
≦
Φ
幕
）
だ
け
で
な
く
、
そ
の
履

行
の
た
め
に
交
付
さ
れ
た
手
形
も
、
自
然
債
務
し
か
発
生
さ
せ
な
い
（
吻
お
N
目
ゆ
○
切
）
。
婚
姻
の
仲
介
（
蟹
困
目
ω
O
ω
）
に
つ
い

　
　
　
　
　
（
9
）

て
も
同
様
で
あ
る
。
交
付
契
約
が
い
っ
た
ん
成
立
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
事
情
で
消
滅
し
た
場
合
、
例
え
ば
履
行
に
よ
っ
て
手
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

債
務
が
消
滅
し
た
場
合
に
も
、
有
効
性
の
抗
弁
は
生
じ
う
る
。

　
こ
の
有
効
性
の
抗
弁
を
第
三
者
に
対
し
て
主
張
し
う
る
か
否
か
は
、
権
利
外
観
理
論
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手

形
交
付
の
外
観
す
な
わ
ち
有
効
な
手
形
債
務
の
成
立
の
外
観
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
外
観
作
出
に
つ
い
て
債
務
者
に
帰
責
性
が
な
い
な

ら
ば
、
善
意
の
取
得
者
に
対
し
て
も
、
債
務
者
は
有
効
性
の
抗
弁
を
主
張
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
行
為
無
能
力
（
O
①
ω
魯
鷺
誓
亭

壁
三
嗅
①
ご
、
無
権
代
理
（
8
巨
窪
号
く
巽
q
①
ε
轟
ω
ヨ
霧
耳
）
、
偽
造
（
霊
一
零
ゴ
轟
）
、
強
迫
に
よ
る
意
思
決
定
の
自
由
の
剥
奪
（
≦
ω

筈
ω
o
一
9
鋤
）
等
の
場
合
で
あ
る
。
な
お
、
取
得
者
に
抗
弁
の
対
抗
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
基
準
は
、
手
形
法
一
〇
条
お
よ
び
一
六
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（
H
）
（
1
2
）

条
二
項
の
悪
意
ま
た
は
重
過
失
と
同
様
の
基
準
に
よ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
手
形
債
権
の
原
因
行
為
（
O
∈
呂
鴨
零
轟
e
と
交
付
契
約
と
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
手
形

債
権
の
原
因
行
為
な
い
し
手
形
交
付
の
基
礎
に
あ
る
法
律
行
為
が
、
無
効
ま
た
は
消
滅
に
よ
り
欠
訣
す
る
場
合
、
債
務
者
は
、
手
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
受
取
人
に
対
し
て
、
不
当
利
得
返
還
請
求
（
励
。
。
匿
口
ゆ
O
ω
）
を
抗
弁
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、

原
因
行
為
と
は
、
手
形
交
付
の
前
提
と
な
る
債
権
を
発
生
さ
せ
た
法
律
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
存
否
が
、
手
形
取
得
者
に
よ

る
手
形
債
権
の
保
持
を
不
当
利
得
に
す
る
か
否
か
の
基
準
と
な
る
行
為
、
と
い
え
る
。
原
因
行
為
の
内
容
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

手
形
が
交
付
さ
れ
る
場
合
、
当
事
者
が
、
原
因
行
為
に
お
い
て
取
り
決
め
に
よ
り
、
交
付
の
目
的
を
特
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
支
払
の
た
め
に
」
、
「
支
払
に
代
え
て
」
、
「
担
保
と
し
て
」
ま
た
は
「
贈
与
と
し
て
」
等
と
、
手
形
交
付
の
目
的
を
確
定
す
る
こ
の

よ
う
な
取
り
決
め
（
N
≦
①
畠
く
震
o
ぎ
富
三
轟
｝
N
一
』
o
こ
昌
琶
鴨
ぎ
8
号
）
も
、
原
因
行
為
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
取
り
決
め
は
、
原
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

行
為
か
ら
生
じ
た
責
任
が
存
続
す
る
か
消
滅
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
内
容
と
し
て
い
る
。
手
形
が
手
形
行
為
の
当
事
者
か
ら
譲
渡
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

れ
る
と
、
手
形
債
権
と
原
因
債
権
と
の
目
的
に
よ
る
結
び
つ
き
は
な
く
な
る
。

　
原
因
行
為
の
定
義
が
こ
の
よ
う
な
内
容
な
の
で
あ
れ
ば
、
「
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
と
し
て
信
託
的
に
手
形
を
被
裏
書
人
に
譲
渡

す
る
旨
」
ま
た
は
「
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
と
し
て
被
裏
書
人
に
取
り
立
て
権
限
を
授
与
す
る
旨
」
の
取
り
決
め
は
、
原
因
行
為
の

一
部
と
な
ら
な
い
。
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
被
裏
書
人
は
、
裏
書
人
か
ら
手
形
の
交
付
を
受
け
る
原
因
と
な
る
債
権
を
、
裏
書
人

に
対
し
て
有
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
に
よ
る
取
立
委
任
が
有
償
で
行
わ
れ
る
と
し
て
も
、
被
裏
書
人
は
、

委
任
事
務
処
理
ま
た
は
信
託
事
務
処
理
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
、
手
形
を
譲
り
受
け
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
や
は
り
手
形
交
付
の

前
提
と
な
る
債
権
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

二
　
信
託
的
譲
渡
裏
書
ま
た
は
授
権
裏
書
は
、
ど
の
よ
う
な
法
的
性
質
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
授
権
裏
書
の
場
合
、
裏
書
人
が
手
形
の
所
有
者
で
あ
り
、
手
形
債
権
者
で
あ
る
。
被
裏
書
人
は
、
形
式
的
に
は
、
内
容
の
制
限
さ
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れ
な
い
裏
書
を
受
け
た
、
手
形
の
所
有
者
か
つ
手
形
債
権
者
で
あ
る
が
、
自
己
の
名
義
で
裏
書
人
の
手
形
上
の
権
利
を
行
使
す
る
権

限
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
持
人
は
単
に
授
権
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
れ
ば
、
債
務
者

は
、
被
裏
書
人
に
対
す
る
抗
弁
は
主
張
で
き
な
く
な
り
、
裏
書
人
に
対
す
る
抗
弁
し
か
主
張
で
き
な
い
。
授
権
が
ド
イ
ツ
民
法
一
八
三

条
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
債
務
者
は
、
被
裏
書
人
に
対
し
て
権
限
の
欠
鉄
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
授
権
裏
書

は
譲
渡
裏
書
の
効
力
を
縮
小
し
て
い
る
が
、
所
持
人
は
完
全
な
形
式
的
資
格
を
有
す
る
の
で
、
被
裏
書
人
か
ら
の
取
得
者
は
善
意
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

得
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
信
託
裏
書
の
場
合
、
被
裏
書
人
は
手
形
の
所
有
権
と
手
形
債
権
を
取
得
す
る
。
そ
し
て
、
対
外
的
に
は
自
己
の
名
義
で
行
動
し
、

対
内
的
に
は
、
被
裏
書
人
に
対
し
て
付
与
さ
れ
た
債
権
者
の
地
位
を
、
取
り
決
め
に
従
っ
て
行
使
す
る
義
務
を
負
う
。
信
託
裏
書
の

場
合
は
、
完
全
な
手
形
上
の
権
利
移
転
が
生
じ
る
の
で
、
債
務
者
は
被
裏
書
人
に
人
的
に
帰
属
す
る
抗
弁
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
債

務
者
の
裏
書
人
に
対
す
る
抗
弁
を
被
裏
書
人
に
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
裏
書
人
と
被
裏
書
人
の
間
に
は
取
引
行
為
は
な
い
こ
と
、

請
求
は
他
人
の
計
算
で
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
抗
弁
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
理
不
尽
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
八
条
二
項
は
類
推
適

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
信
託
裏
書
の
場
合
に
は
、
純
粋
に
裏
書
人
の
た
め
の
取
立
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
の
ほ
か
、
裏
書
人
が
被
裏
書

人
に
対
し
て
負
う
債
務
の
担
保
の
目
的
も
同
時
に
有
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
に
二
つ
の
目
的
が
あ
る
場
合
、

手
形
債
務
者
が
主
張
で
き
る
抗
弁
は
上
述
の
場
合
と
異
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
担
保
権
設
定
者
と
手
形
債
務
者
と
の
関
係
の
基

づ
く
手
形
債
務
者
の
抗
弁
は
、
債
務
残
高
の
範
囲
な
ど
受
託
者
た
る
被
裏
書
人
の
有
す
る
担
保
権
の
及
ぶ
範
囲
で
は
、
被
裏
書
人
に

対
し
て
主
張
で
き
な
い
。
逆
に
、
手
形
金
額
が
債
務
残
高
を
上
回
る
な
ら
ば
、
受
託
者
た
る
被
裏
書
人
は
、
公
然
の
取
立
委
任
裏
書

を
受
け
た
場
合
と
同
様
に
、
手
形
債
務
者
の
裏
書
人
に
対
す
る
抗
弁
の
対
抗
を
受
け
る
。
な
お
、
一
般
に
、
手
形
債
務
者
は
信
託
関

係
が
終
了
し
た
こ
と
を
抗
弁
と
し
て
主
張
で
き
な
い
。
こ
の
抗
弁
は
第
三
者
の
権
利
に
よ
る
抗
弁
（
国
ぎ
≦
き
α
窪
ω
号
目
菊
①
。
算
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（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

①
冒
8
野
葺
き
）
あ
り
、
信
託
関
係
の
終
了
は
、
所
持
人
の
実
質
的
権
利
に
も
、
手
形
債
務
者
の
義
務
に
も
、
関
係
が
な
い
。
し
か

し
、
被
裏
書
人
に
対
し
て
支
払
を
す
る
こ
と
が
、
被
裏
書
人
の
背
任
行
為
を
有
責
的
に
幣
助
す
る
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
民

法
二
四
二
条
に
よ
り
、
被
裏
書
人
は
手
形
金
請
求
が
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
、
委
任
関
係
の
消
滅
時
ま
た
は
不
誠
実
な
処
分
が
あ
っ

た
時
に
は
、
自
動
的
に
裏
書
人
に
復
帰
す
る
と
い
う
条
件
で
所
有
権
が
譲
渡
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
債
務
者
は
、
所
持
人
の
実
質
的
な

権
利
の
欠
訣
を
主
張
し
う
る
。
被
裏
書
人
が
権
限
を
鍮
越
し
て
手
形
を
譲
渡
し
た
場
合
は
、
不
担
保
文
句
を
付
し
て
い
な
い
限
り
、

善
意
の
取
得
者
お
よ
び
そ
の
後
の
取
得
者
に
対
し
て
自
ら
も
責
任
を
負
う
。
そ
の
他
、
委
任
事
務
、
原
因
た
る
債
権
行
為
に
違
反
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

て
い
る
の
で
、
裏
書
人
に
対
し
て
、
民
法
上
の
損
害
賠
償
責
任
も
負
う
。

　
被
裏
書
人
が
破
産
し
た
場
合
、
裏
書
人
は
ド
イ
ツ
破
産
法
四
三
条
に
よ
り
取
戻
権
を
有
し
、
手
形
の
差
押
え
に
対
し
て
は
ド
イ
ツ

民
事
訴
訟
法
七
七
一
条
に
よ
る
異
議
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
授
権
裏
書
で
あ
ろ
う
と
信
託
譲
渡
裏
書
で
あ
ろ
う
と

　
　
　
　
（
21
）

当
て
は
ま
る
。

　
（
1
）
　
＝
9
震
ヨ
〇
三
＼
ω
き
ヨ
σ
霧
げ
Ψ
≦
9
房
①
眞
8
9
N
⊆
＆
oっ
o
『
9
蓋
窃
倉
N
（
這
3
ン
ψ
困
ω
－
謡
9
信
託
的
譲
渡
説
は
、
ρ
』
霧
8
辛

　
　
ω
ζ
＼
≧
ぼ
①
9
“
囚
o
ヨ
ヨ
①
旨
貰
」
日
ド
↓
①
出
N
仁
ヨ
≦
O
（
ち
o。
“
）
」
oo
馴
ω
辞
き
ダ
沫
o
ヨ
ヨ
o
日
貰
N
ξ
≦
①
9
ω
o
一
〇
三
口
仁
口
堕
び
①
巽
－

　
　
σ
①
ぎ
一
＜
o
昌
ω
q
き
N
」
ド
＞
鳳
一
」
“
“
ω
3
¢
ヨ
睾
p
二
彗
α
①
一
ω
『
①
3
“
ゆ
き
α
戸
↓
①
＝
＝
（
≦
①
『
ε
8
一
Φ
お
）
（
お
望
y
ψ
昭
一
“

　
　
ω
辞
轟
目
）
≦
①
畠
8
祠
①
紹
貫
一
餅
＞
象
一
（
お
認
ン
旨
が
、
権
限
授
与
説
は
、
勾
○
一
描
＄
旧
8
9
9
0
器
寄
3
一
α
雪
≦
R
8
巷
－

　
　
一
R
①
（
お
ミ
y
ω
」
O
曾
9
ヨ
①
『
曽
O
霧
勾
9
耳
α
R
≦
段
ε
8
8
お
（
一
8
0。
y
Oo
』
器
が
採
っ
て
い
る
。

　
（
2
）
＝
9
震
ヨ
魯
一
＼
ω
き
ヨ
σ
碧
F
P
鋤
．
ρ
oo
’
①
。
。

　
（
3
）
＝
9
R
ヨ
の
巨
＼
ω
き
ヨ
冨
。
げ
る
’
P
O
．
ω
」
①
．

　
（
4
）
＝
R
段
ヨ
⑦
三
＼
ω
き
ヨ
げ
霧
『
る
●
”
薗
ρ
oo
』
臼
南
①
9

　
（
5
）
　
＝
像
霞
ヨ
の
三
＼
ω
卑
仁
ヨ
σ
碧
戸
節
’
鉾
O
あ
邑
？
曾
仁
p
α
ψ
＄
ふ
“
，
な
お
、
O
辞
ヨ
醇
ω
a
臭
①
5
N
仁
ヨ
≦
窃
①
昌
α
8
ω
農
①
ご
⊆
コ
暢
く
¢

　
　
昌
轟
鷺
巴
ヨ
ミ
9
房
巴
お
3
併
）
Z
脳
≦
る
旨
鴇
＝
亀
二
♪
ω
’
○。
o。
O
－
o。
o

。
ド
は
、
交
付
契
約
に
は
、
債
務
を
発
生
さ
せ
る
契
約
と
し
て
の
意

　
　
味
と
、
処
分
契
約
と
し
て
の
意
味
と
の
、
二
つ
の
用
語
法
が
あ
る
こ
と
、
手
形
が
裏
書
さ
れ
る
場
合
に
は
、
裏
書
人
の
新
た
な
手
形
債
務
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を
発
生
さ
せ
る
債
務
法
的
な
契
約
と
、
手
形
に
対
す
る
所
有
権
の
移
転
と
既
に
手
形
に
記
載
さ
れ
て
い
る
他
の
債
権
を
移
転
す
る
物
権
法

的
な
契
約
が
同
時
に
行
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
場
合
の
交
付
契
約
は
債
務
法
的
か
つ
物
権
法
的
な
性
質
を
有
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

及
び
、
交
付
契
約
概
念
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
債
務
法
的
な
交
付
契
約
に
つ
い
て
の
み
交
付
契
約
と
い
う
用
語
を
用
い
る
べ
き
で
あ

　
る
こ
と
、
を
主
張
す
る
。

（
6
）
　
＝
9
R
ヨ
①
巨
＼
ω
四
5
B
び
碧
戸
鋤
’
餌
．
ρ
ω
』
ω
6
命
信
⇒
α
ω
Qo
O
。

（
7
）
鵠
き
ω
－
鼠
魯
言
瞑
冨
堕
N
震
＞
島
一
Φ
讐
轟
ゑ
Φ
。
房
①
一
ヨ
霧
一
閃
震
国
蒔
厩
三
轟
雪
鵬
藷
①
且
び
R
α
①
ヨ
①
邑
窪
≦
Φ
9
ω
①
5
魯
－

　
ヨ
R
⊆
コ
α
⑯
Φ
篶
コ
¢
び
角
巧
①
評
Φ
『
窪
国
『
毛
①
吾
Φ
コ
留
ω
℃
四
巳
R
ω
の
N
＝
菊
註
O
o
（
一
〇
〇
〇
斜
ン
ψ
圏

　
　
　
＝
9
R
ヨ
①
三
＼
切
鋤
＝
日
σ
碧
F
②
。
鉾
ρ
ψ
Oo
O
。

　
　
　
＝
曽
昌
ω
ら
碧
三
ヨ
瞑
ご
堕
鋤
．
鋤
。
○
、
oo
．
曽
）
＝
9
R
ヨ
①
巨
＼
ゆ
雲
日
げ
碧
『
鴇
四
●
四
．
ρ
ω
』
一
〇
幽
o
o
P

　
　
　
＝
9
震
ヨ
Φ
霞
＼
閃
㊤
ρ
牽
σ
碧
F
餌
D
p
ρ
ω
』
ω
一
。

　
　
　
＝
9
角
ヨ
Φ
三
＼
劇
四
⊆
ヨ
σ
究
F
四
■
m
。
ρ
oo
．
曽
㊤
－
認
一
．

　
　
　
こ
の
よ
う
な
解
釈
方
法
に
つ
い
て
、
と
○
磐
が
批
判
を
加
え
て
い
る
。
本
稿
に
関
連
す
る
範
囲
で
は
、
次
の
よ
う
な
論
旨
で
あ
る
。

　
　
支
配
的
見
解
（
ゆ
O
＝
Z
脳
≦
お
る
O
o
N
る
o
。
界
Z
脳
≦
胡
曽
＝
①
①
」
5
コ
ω
窪
ヨ
σ
霧
ミ
＝
①
犠
段
ヨ
①
巨
曽
≦
g
房
①
侭
霧
卑
N
琶
α
ω
o
冨
臭
－

　
す
れ
ば
、
買
い
主
た
る
手
形
債
務
者
の
、
売
り
主
た
る
手
形
の
受
取
人
に
対
す
る
抗
弁
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
形
行
為
の
当
事
者

　鵬Φω①冒

．
一
一
，
＞
亀
5
騎
ρ
一
〇
お
”
＞
答
G
o
一
≦
O
＞
コ
ヨ
．
Oo
●
旧
い
巽
o
目
）
び
o
ぼ
σ
⊆
o
『
α
①
の
ω
o
げ
三
α
お
o
『
貫
ω
o
ω
o
昌
α
R
震
↓
巴
ド
一
一
。
）

　
に
よ
れ
ば
、
手
形
債
務
の
発
生
に
は
、
単
な
る
署
名
だ
け
で
は
足
り
ず
、
手
形
署
名
者
と
受
取
人
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
交
付
契
約
が
必

要
で
あ
る
。
こ
の
交
付
契
約
は
、
相
手
方
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
将
来
手
形
を
取
得
す
る
か
も
し
れ
な
い
不
特
定
の
第
三
者
に
対
し
て
向

　
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
手
形
債
務
者
に
と
っ
て
、
交
付
以
降
の
手
形
の
運
命
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
債
務
者
に
と
っ
て
の
関

心
事
は
、
受
取
人
が
手
形
を
受
け
取
り
、
手
形
交
付
者
の
債
務
を
満
期
ま
で
の
期
間
猶
予
す
る
こ
と
で
あ
る
。
手
形
の
流
通
性
は
、
手
形

債
務
者
の
意
思
に
関
係
が
な
い
し
、
関
係
す
る
必
要
の
な
い
事
柄
で
あ
る
。
契
約
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
債
務
が
、
あ
る
程
度
は
手
形
記
載

　
に
現
れ
て
い
る
の
で
、
解
釈
は
、
証
券
の
記
載
か
ら
始
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
手
形
を
含
め
、
法
律
行
為
の
解
釈
に
お
い
て
、

確
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
証
券
上
の
記
載
で
は
な
く
て
、
交
付
契
約
全
体
な
の
だ
と
い
う
（
㈱
ω
ω
ω
O
ω
）
。
ま
た
、
手
形

　
の
形
式
的
要
件
が
満
た
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
と
は
無
関
係
に
、
抗
弁
は
生
じ
る
。
例
え
ば
、
売
買
代
金
の
支
払
の
た
め
に
、
形

式
的
要
件
を
備
え
て
振
り
出
さ
れ
た
手
形
と
い
え
ど
も
、
売
り
主
が
売
買
の
目
的
物
の
履
行
を
せ
ず
、
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
の
だ
と

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
n
）

（
1
2
）
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以
外
の
取
得
者
の
認
識
可
能
性
を
基
準
に
、
手
形
行
為
を
解
釈
す
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
る
。
O
巴
象
き
○
鈴
≦
9
房
①
5
一
巨
①
讐
轟

g
コ
α
≦
①
9
ω
①
一
ω
q
窪
磯
ρ
≦
一
≦
2
き
竃
一
〇
ミ
‘
oっ
」
Go
濾
山
お
9

　
な
お
、
ご
o
馨
の
批
判
に
対
す
る
瞑
一
罐
の
再
批
判
に
つ
い
て
は
、
福
瀧
博
之
「
手
形
行
為
の
解
釈
に
つ
い
て
」
『
教
材
現
代
手
形
法

　　　　　　ハ　　　　　　ハ　　　　

聾一珍§呂馨学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　
こ
の
抗
弁
を
、

　
づ
く
抗
弁
で
あ
る
。

σ
霧
プ
9。
●

（
1
9
）

　
合
意
す
る
こ
と

（
2
0
）

（
2
1
）

（
法
律
文
化
社
、
昭
六
三
）
七
三
～
七
九
頁
参
照
。

＝
①
犠
R
ヨ
〇
三
＼
ゆ
窒
ヨ
σ
碧
F
鋤
。
勲
○
．
ψ
認
－
器
。

＝
①
暁
震
ヨ
①
三
＼
ゆ
墜
B
σ
碧
7
鉾
蝉
’
ρ
oo
。
O
①
－
①
O
。

＝
R
①
『
ヨ
①
三
＼
ω
騨
⊆
ヨ
び
霧
戸
四
●
曽
。
○
。
ω
。
試
．

＝
①
｛
R
ヨ
①
巨
＼
ω
餌
仁
ヨ
σ
霧
戸
勲
四
，
ρ
oo
』
臼
幽
①
①
薗

＝
Φ
8
『
ヨ
Φ
巨
＼
ω
き
ヨ
げ
霧
F
四
●
餌
’
O
．
ω
』
①
①
■

第
三
者
の
権
利
に
よ
る
抗
弁
（
突
8
誓
δ
莞
ω
Φ
乙
霞
㊤
R
辞
5
は
、
手
形
債
務
者
の
債
務
に
影
響
を
与
え
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、

　
　
　
　
手
形
債
務
者
は
原
則
的
に
主
張
で
き
な
い
。
第
三
者
の
権
利
に
よ
る
抗
弁
と
は
、
現
在
の
所
持
人
と
第
三
者
の
関
係
に
基

　
　
　
　
　
　
こ
の
第
三
者
と
は
、
た
と
え
ば
、
所
持
人
の
前
者
、
他
の
手
形
債
務
者
な
ど
で
あ
る
。
国
①
暁
震
ヨ
①
三
＼
ω
讐
ヨ
ー

　
　
四
●
O
。
ω
．
N
斜
一
。

動
産
所
有
権
が
移
転
す
る
に
は
、
所
有
者
が
物
を
取
得
者
に
引
き
渡
し
（
O
σ
震
彊
幕
）
、
か
つ
双
方
が
所
有
権
の
移
転
に
つ
い
て

　
　
　
　
（
田
三
讐
お
）
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
紹
器
ω
O
甲

＝
9
R
ヨ
①
三
＼
ω
窪
日
げ
碧
戸
餌
．
鋤
・
ρ
ω
』
O
①
－
ま
o
o
●

＝
9
震
ヨ
①
三
＼
ω
き
ヨ
σ
霧
ダ
鋤
．
鋤
一
ρ
ω
』
①
S

W
　
検
　
討

一
　
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
法
的
性
質
は
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
一
律
に
決
定
さ
れ
る
も
の
か
、
そ
れ

と
も
当
事
者
の
意
思
に
従
っ
て
決
定
す
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
者
の
立
場
を
基
本
と
し
、
意
思
が
不
分
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明
な
場
合
に
は
ど
ち
ら
か
一
方
に
決
定
す
る
と
い
う
立
場
に
賛
成
す
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
間
で
は
、
手
形
債
権
債
務
の
内
容
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
取
り
決
め
を
し
て
も
、
そ
の
通
り
の
法
律
効
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
認
め
て
良
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
見
せ
手
形
の
場
合
が
そ
の
例
で
あ
る
。
見
せ
手
形
に
つ
い
て
は
、
民
法
の
意
思
表
示

の
規
定
の
手
形
行
為
へ
の
適
用
に
関
す
る
ほ
ぼ
全
て
の
学
説
に
よ
っ
て
も
、
当
事
者
間
で
は
手
形
の
記
載
通
り
の
効
果
は
生
じ
て
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
。
当
事
者
が
手
形
債
権
債
務
を
発
生
さ
せ
な
い
合
意
を
し
て
い
る
の
で
、
適
用
否
定
説
で
あ
る
権
利
移
転
行
為
有
因
論
お
よ
び
相

　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

対
的
有
因
論
に
よ
っ
て
も
、
受
取
人
は
無
権
利
者
で
あ
る
。
手
形
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
署
名
し
、
そ
の
意
思
に
基
づ
い
て
手
形

を
交
付
し
た
と
し
て
も
、
権
利
移
転
行
為
の
要
素
で
あ
る
意
思
表
示
が
通
謀
虚
偽
表
示
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
見

せ
手
形
を
交
付
す
る
と
い
う
合
意
は
、
原
因
関
係
に
含
ま
れ
る
べ
き
合
意
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
近
年
の
手
形
の
原
因
関
係
に
関
す
る
見
解
は
、
手
形
の
無
因
性
を
前
提
と
し
て
、
原
因
関
係
の
範
囲
を
「
手
形
の
授
受
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

合
意
」
ま
た
は
「
交
付
の
合
意
」
を
基
準
に
確
定
す
る
。
手
形
の
授
受
に
関
す
る
合
意
と
は
、
売
買
契
約
な
ど
、
従
来
い
わ
れ
て
き

た
原
因
関
係
と
、
手
形
関
係
と
の
中
間
に
位
置
し
、
両
者
を
媒
介
す
る
手
形
予
約
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
原
因
契
約
と
手
形
上
の
交

付
契
約
と
の
間
の
媒
介
物
と
も
い
わ
れ
る
。
手
形
の
授
受
に
関
す
る
合
意
は
、
手
形
行
為
の
直
接
の
原
因
関
係
（
出
掲
を
正
当
付
け

る
原
因
）
で
あ
り
、
こ
の
関
係
と
は
無
因
性
が
あ
る
が
、
売
買
契
約
（
ま
た
は
売
買
代
金
債
務
）
な
ど
の
従
来
の
原
因
関
係
も
間
接
的

に
は
手
形
行
為
の
原
因
関
係
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
交
付
の
合
意
が
無
効
で
あ
る
場
合
は
、
手
形
交
付
契
約
の
原
因
が
欠

け
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
手
形
債
権
者
に
対
し
て
不
当
利
得
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
、
従
来
の
い
わ
ゆ
る
原
因
関
係
に
毅
疵
が
生
じ
た

場
合
に
は
、
交
付
の
合
意
に
よ
っ
て
既
に
定
め
た
内
容
に
応
じ
て
手
形
債
権
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
基
準
に
よ
る
な
ら

ば
、
不
当
利
得
が
手
形
所
持
人
に
生
じ
な
い
場
合
で
も
、
手
形
債
務
者
に
原
因
関
係
に
基
づ
く
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
同
時

履
行
の
抗
弁
や
留
置
権
の
抗
弁
な
ど
の
延
期
的
抗
弁
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
従
う
と
し
て
も
、
「
見
せ
手
形
と
し
て
交
付
す
る
」
と

い
う
合
意
は
、
手
形
に
記
載
さ
れ
な
い
合
意
で
あ
る
が
、
原
因
関
係
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
の
合
意
は
、
「
手
形
記
載
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通
り
の
効
果
は
一
切
発
生
さ
せ
な
い
」
と
い
う
、
手
形
の
権
利
義
務
内
容
に
関
す
る
意
思
表
示
を
含
ん
で
い
る
。
手
形
債
権
を
受
取

人
ま
た
は
被
裏
書
人
に
取
得
さ
せ
る
意
思
は
な
か
っ
た
か
ら
、
出
掲
の
意
思
が
な
く
、
手
形
債
務
負
担
行
為
ま
た
は
手
形
債
権
処
分

行
為
の
法
的
な
根
拠
と
し
て
の
手
形
行
為
の
原
因
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
ひ
い
て
は
、
原
因
と
手
形
債
権
と
の
関
連
性
に
関
す

る
合
意
も
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
場
合
も
、
見
せ
手
形
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
取
立
委
任
者
と
受
任
者
と
の
間
で
、
手
形

取
立
の
準
委
任
契
約
を
締
結
し
、
譲
渡
裏
書
の
要
式
を
整
え
て
手
形
の
占
有
が
被
裏
書
人
に
移
転
す
る
。
こ
の
と
き
の
被
裏
書
人
の

手
形
関
係
に
お
け
る
地
位
も
、
当
事
者
で
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
例
え
ば
、
こ
の
裏
書
の
形
式
か
ら
は
権
利
移
転
的
効

力
も
担
保
的
効
力
も
生
じ
さ
せ
な
い
と
取
り
決
め
た
り
、
こ
の
裏
書
を
手
形
債
権
取
立
の
た
め
の
信
託
行
為
と
す
る
等
で
あ
る
。
ひ

る
が
え
っ
て
み
る
と
、
信
託
裏
書
説
に
よ
っ
た
場
合
の
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
法
律
関
係
は
、
手
形
債
権
の
取
立
信
託
と
も
思
わ

れ
る
し
、
行
為
者
の
名
に
お
い
て
行
わ
れ
た
法
律
行
為
の
効
果
は
行
為
者
に
帰
属
す
る
が
、
計
算
は
本
人
に
帰
属
す
る
制
度
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

間
接
代
理
に
準
じ
る
方
式
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
説
は
、
当
事
者
間
で
は
手
形
債
権
は
、
信
託
受
益
者
を
特
に
定
め
る
こ
と
な
く
裏

書
人
か
ら
被
裏
書
人
へ
完
全
に
移
転
し
て
い
る
と
構
成
し
、
被
裏
書
人
の
名
義
で
取
り
立
て
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
資
格
裏
書
、
手

形
債
権
の
信
託
譲
渡
お
よ
び
準
間
接
代
理
の
場
合
は
、
被
裏
書
人
は
手
形
債
権
を
実
質
的
に
譲
り
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

こ
の
場
合
も
、
無
因
的
権
利
を
保
有
す
る
法
的
根
拠
で
あ
る
原
因
は
な
い
。
し
か
し
、
手
形
の
保
持
お
よ
び
取
り
立
て
た
手
形
金
の

受
領
を
正
当
づ
け
る
根
拠
と
し
て
、
手
形
取
立
の
準
委
任
が
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
被
裏
書
人
の
手
形
関
係
に
お
け
る
地
位
に
つ

い
て
、
裏
書
人
と
被
裏
書
人
に
合
意
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
手
形
取
立
の
準
委
任
契
約
を
基
礎
と
し
て
、
三
種
類
の

法
律
関
係
が
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
に
関
し
て
成
立
し
う
る
。

二
　
問
題
は
、
当
事
者
が
手
形
取
立
の
準
委
任
契
約
を
締
結
し
た
も
の
の
、
被
裏
書
人
の
手
形
上
の
地
位
を
弁
済
受
領
権
限
者
－

信
託
受
託
者
、
ま
た
は
準
間
接
代
理
人
な
ど
と
明
確
に
合
意
を
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
の
処
理
で
あ
る
。
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ま
ず
、
被
裏
書
人
の
手
形
上
の
地
位
に
つ
い
て
、
当
事
者
間
で
全
く
合
意
を
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
を
考
え
る
。
譲
渡
裏
書
の
形

式
を
と
っ
て
、
被
裏
書
人
の
地
位
に
つ
い
て
別
段
の
意
思
表
示
も
な
く
手
形
が
交
付
さ
れ
た
場
合
は
、
通
常
ど
ち
ら
と
考
え
る
べ
き

か
。
譲
渡
裏
書
の
効
果
は
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
信
託
が
財
産
権
の
継
続
的
管
理
制
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
間
接
代
理
は
一
過
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

制
度
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
取
り
立
て
た
手
形
金
を
取
立
受
任
者
が
継
続
的
に
管
理
す
る
取
り
決
め
等
が
な
い
限
り
は
、
間
接
代
理
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
は
、
裏
書
人
と
被
裏
書
人
の
間
に
は
準
間
接
代
理
ま
た
は
信
託
の
関
係
が
あ
る
と

推
定
で
き
る
。
で
は
、
被
裏
書
人
の
地
位
に
つ
い
て
の
別
段
の
意
思
表
示
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
っ
た
場
合
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
授
権
（
騨
ヨ
ぎ
耳
一
讐
轟
）
ま
た
は
間
接
代
理
と
信
託
の
差
異
に
な
ら
う
べ
き
だ
ろ
う
。

授
権
の
場
合
、
財
産
の
管
理
処
分
の
権
限
が
他
人
に
付
与
さ
れ
、
そ
の
他
人
は
自
己
の
名
に
お
い
て
法
律
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
、
他
人
効
を
生
じ
さ
せ
る
権
限
を
有
す
る
。
信
託
の
場
合
は
、
委
託
者
か
ら
受
託
者
に
対
し
て
財
産
権
の
移
転
そ
の
他
の
処
分
を

し
、
そ
こ
で
そ
の
対
象
と
な
っ
た
財
産
（
信
託
財
産
）
に
つ
い
て
、
そ
の
受
託
者
に
、
一
定
の
目
的
に
従
っ
て
管
理
ま
た
は
処
分
を

さ
せ
る
法
律
関
係
で
あ
る
。
信
託
財
産
に
つ
い
て
受
託
者
の
名
義
と
し
た
上
で
、
受
託
者
が
一
定
目
的
に
従
う
財
産
管
理
や
処
分
を

　
　
　
　
　
　
（
9
）

す
る
こ
と
で
あ
る
。
財
産
の
管
理
処
分
の
権
限
が
、
信
託
受
託
者
に
は
排
他
的
に
帰
属
す
る
の
と
比
較
す
る
と
、
授
権
の
場
合
は
、

権
限
の
授
与
者
が
な
お
処
分
権
を
失
わ
な
い
点
が
違
い
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
取
り
立
て
た
債
権
の
目
的
物
を
譲
受
人
が
さ
ら

に
管
理
し
ま
た
は
第
三
者
に
処
分
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
譲
渡
人
の
処
分
権
の
競
合
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い

か
ら
、
信
託
法
上
の
信
託
と
解
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
譲
渡
人
の
た
め
に
債
権
の
満
足
な
い
し
金
銭
化
が
実
現
さ
れ
れ
ば
よ
い
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

合
は
、
譲
渡
人
に
も
取
立
な
い
し
処
分
の
権
限
の
残
存
す
る
授
権
と
形
式
的
資
格
授
与
の
結
合
と
解
す
る
。
授
権
者
が
取
り
立
て
た

金
銭
に
対
し
て
所
有
権
を
有
す
る
と
は
解
さ
な
い
限
り
、
間
接
代
理
と
授
権
は
、
手
形
の
取
立
委
任
に
つ
い
て
は
同
様
に
考
え
ら
れ

る
。
な
お
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
が
譲
受
人
の
担
保
の
た
め
に
、
つ
ま
り
譲
受
人
の
利
益
の
た
め
に
も
な
さ
れ
た
場
合
は
譲
渡
担

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

保
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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三
　
第
三
者
に
対
す
る
関
係
の
う
ち
、
裏
書
人
と
被
裏
書
人
の
関
係
が
も
っ
と
も
反
映
す
る
部
分
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
被
裏
書
人
が
破
産
し
た
場
合
の
取
戻
権
（
破
八
七
）
、
被
裏
書
人
の
債
権
者
が
管
理
の
目
的
物
に
対
し

て
強
制
執
行
を
し
て
き
た
場
合
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
（
民
執
三
八
）
、
ま
た
は
被
裏
書
人
が
権
限
を
越
え
て
第
三
者
に
手
形
を
譲

渡
し
た
場
合
の
追
及
権
が
、
裏
書
人
に
は
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
間
接
代
理
、
授
権
お
よ
び
信

託
を
比
較
し
て
み
る
。

　
取
戻
権
お
よ
び
第
三
者
異
議
の
訴
え
は
、
信
託
に
つ
い
て
は
、
信
託
法
一
六
条
に
よ
り
、
委
託
者
、
そ
の
相
続
人
、
受
益
者
及
び

受
託
者
に
認
め
ら
れ
る
。
受
託
者
の
破
産
が
手
形
の
取
立
前
で
あ
れ
ば
、
手
形
の
取
戻
権
が
、
受
託
者
の
破
産
が
手
形
の
取
立
後
で

あ
れ
ば
、
手
形
金
に
対
す
る
取
戻
権
が
信
託
法
一
四
条
に
よ
り
、
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
信
託
の
対
抗
要
件
を
備
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

て
お
く
必
要
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
争
い
が
あ
る
。
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
場
合
は
、
信
託
法
三
条
・
大
正
二
年
一
二
月
二
九

日
勅
令
五
一
九
号
「
有
価
証
券
ノ
信
託
財
産
表
示
及
信
託
財
産
二
属
ス
ル
金
銭
ノ
管
理
二
関
ス
ル
件
」
二
条
の
定
め
る
信
託
の
対
抗

要
件
が
備
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
見
解
の
対
立
は
深
刻
で
あ
る
。
破
産
法
八
七
条
の
一
般
の
取
戻
権
は
、
実
体
法
上
あ
る
財
産

に
つ
き
そ
れ
を
支
配
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
当
然
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
破
産
法
が
新
た
に
認
め
た
権
利
で
は

な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
取
戻
権
を
行
使
す
る
に
は
、
そ
の
基
礎
と
な
る
権
利
が
自
己
に
帰
属
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
対
抗
要

件
が
必
要
な
権
利
に
つ
い
て
は
、
破
産
法
五
五
条
一
項
但
書
の
例
外
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
破
産
宣
告
前
に
対
抗
要
件
が
具
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
す
る
の
が
通
説
・
判
例
で
あ
る
。
裏
書
人
が
取
戻
権
を
認
め
て
も
ら
う
に
は
、
破
産
管
財
人
な
い

し
破
産
債
権
者
に
信
託
で
あ
る
こ
と
を
受
益
者
の
資
格
で
対
抗
し
て
か
ら
、
信
託
の
利
益
の
全
部
を
享
受
す
る
委
託
者
と
し
て
、
信

託
を
解
除
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
信
託
五
七
）
。
よ
っ
て
、
「
信
託
の
表
示
」
の
な
い
手
形
の
取
立
信
託
で
は
、
裏
書
人
に
取
戻
権

は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
三
者
異
議
の
訴
え
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
破
産
法
の
通
説
・
判
例
に
つ
い

て
は
、
若
干
の
疑
間
が
な
い
で
も
な
い
。
取
立
受
任
者
が
分
別
管
理
義
務
（
信
託
二
八
）
を
徹
底
し
て
い
た
場
合
に
は
、
信
託
が
対
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抗
要
件
を
備
え
て
い
な
く
て
も
、
信
託
財
産
は
あ
る
程
度
、
受
託
者
個
人
に
対
す
る
債
権
者
か
ら
守
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
信
託
財
産
が
金
銭
の
場
合
は
、
計
算
に
よ
っ
て
、
他
の
信
託
財
産
ま
た
は
受
託
者
の
固
有
財
産
と
分
別
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
、
信
託
の
対
抗
要
件
は
備
え
て
い
な
い
。
分
別
管
理
が
徹
底
し
て
い
れ
ば
、
第
三
者
に
も
各
信
託
財
産
を
容
易
に
認
識
で
き
る
は

ず
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
販
売
委
託
を
受
け
た
間
屋
が
委
託
品
の
販
売
前
に
破
産
し
た
場
合
に
、
問
屋
は
委
託
品
の
所
有
権

で
は
な
く
処
分
権
の
移
転
を
受
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
特
に
対
抗
要
件
を
備
え
て
い
な
く
て
も
、
委
託
者
に
取
戻

権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
比
較
し
て
も
、
授
権
の
場
合
と
比
較
し
て
も
、
や
は
り
、
不
公
平
で
あ
る
。

　
問
接
代
理
つ
い
て
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
有
力
な
反
対
説
は
あ
る
も
の
の
、
間
接
代
理
の
応
用
で
あ
る
間
屋
が
、
買

入
委
託
を
受
け
、
そ
の
実
行
と
し
て
権
利
を
取
得
し
た
後
、
委
託
者
に
対
し
て
明
示
的
に
権
利
移
転
行
為
を
す
る
前
に
問
屋
が
破
産

し
た
場
合
に
は
、
委
託
者
の
取
戻
権
を
認
め
る
の
が
近
時
の
有
力
説
で
あ
り
、
判
例
で
あ
る
（
最
判
昭
四
三
年
七
月
二
日
民
集
二
二

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

巻
七
号
一
四
六
二
頁
）
。
販
売
委
託
を
受
け
た
間
屋
が
委
託
品
の
販
売
前
に
破
産
し
た
場
合
も
、
問
屋
は
委
託
品
の
所
有
権
で
は
な
く

処
分
権
の
移
転
を
受
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
委
託
者
は
取
戻
権
を
有
す
る
。
問
屋
が
委
託
品
の
販
売
後
、
代
金
の
受
領
前
に

破
産
宣
告
を
受
け
た
場
合
、
有
力
な
反
対
説
は
あ
る
も
の
の
、
委
託
者
は
代
償
的
取
戻
権
（
破
九
一
）
を
行
使
し
て
、
原
物
に
代
え

て
そ
の
反
対
給
付
た
る
代
金
債
権
の
移
転
を
請
求
し
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
屋
が
委
託
を
受
け
た
実
行
行
為
を
し

て
代
金
の
受
領
後
に
破
産
し
た
場
合
、
金
銭
は
特
定
性
を
有
し
な
い
の
で
間
屋
の
一
般
財
産
に
混
入
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
委
託
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
15
）

は
単
な
る
破
産
債
権
者
と
な
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
準
間
接
代
理
の
方
式
で
の
、
手
形
の
取
立
受
任
者
は
、
販

売
委
託
を
受
け
た
問
屋
に
準
ず
る
と
考
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
受
任
者
が
債
務
者
に
請
求
を
す
る
前
に
破
産
し

た
場
合
お
よ
び
請
求
後
手
形
金
受
領
前
に
破
産
宣
告
を
受
け
た
場
合
は
、
争
い
は
あ
る
も
の
の
、
手
形
ま
た
は
手
形
金
に
対
す
る
委

託
者
の
取
戻
権
は
認
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
受
任
者
が
手
形
金
受
領
後
に
破
産
し
た
場
合
は
、
委
任
者
に
手
形
金
に
対
す

る
取
戻
権
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
受
任
者
が
分
別
管
理
を
行
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
委
任
者
に
取
戻
権
ま
た
は
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第
三
者
異
議
の
訴
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
第
三
者
異
議
の
訴
え
に
つ
い
て
も
同
様
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
に
対
し
、
管
理
者
が
権
限
を
越
え
て
第
三
者
に
管
理
の
目
的
物
を
処
分
し
た
場
合
の
追
及
権
は
、
信
託
に
つ
い
て
は
、
信
託

法
三
一
条
に
よ
り
対
抗
要
件
を
備
え
て
い
な
い
信
託
に
も
若
干
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
間
接
代
理
の
委
託
者
に
は
、
学
説
上
、
認
め

　
　
　
　
　
（
1
6
）

ら
れ
て
い
な
い
。
間
接
代
理
人
の
取
得
し
た
権
利
の
譲
受
人
は
本
人
と
間
接
代
理
人
の
内
部
関
係
を
知
り
得
な
い
し
、
善
意
無
重
過

失
の
譲
受
人
は
目
的
物
に
関
し
具
体
的
実
質
的
利
害
関
係
を
持
つ
点
で
本
人
と
異
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
同
じ
く
財

産
事
務
処
理
関
係
で
あ
る
が
、
間
接
代
理
と
信
託
と
の
間
に
あ
る
違
い
も
影
響
し
て
い
る
。
信
託
の
方
が
間
接
代
理
に
比
べ
て
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

人
と
事
務
処
理
者
と
の
間
の
信
頼
関
係
が
濃
密
で
あ
る
、
と
も
い
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
授
権
の
場
合
は
ど
う
か
。
通
常
の
授
権
つ
ま
り
当
事
者
た
る
地
位
を
行
為
者
自
身
に
保
留
し
て
行
為
を
し
な
が
ら
、

そ
の
効
果
を
他
人
に
及
ぼ
す
制
度
の
場
合
は
、
被
授
権
者
が
破
産
し
た
場
合
、
ま
た
は
被
授
権
者
の
債
権
者
が
管
理
の
目
的
物
に
対

し
て
強
制
執
行
を
し
て
き
た
場
合
、
授
権
者
は
取
戻
権
を
有
す
る
し
、
そ
の
異
議
の
訴
え
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
財
産
権
の
名
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

が
移
転
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
実
質
的
財
産
が
す
べ
て
被
授
権
者
に
所
属
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
隠
れ
た

取
立
委
任
裏
書
の
被
裏
書
人
の
よ
う
に
、
権
利
者
と
し
て
の
形
式
的
資
格
を
有
す
る
被
授
権
者
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
間
接
代

理
の
場
合
と
同
様
に
、
債
権
者
の
一
般
的
担
保
と
な
る
べ
き
債
務
者
の
財
産
の
範
囲
の
確
定
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
経
済
的
実
質

的
所
属
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
事
務
処
理
本
人
に
権
利
の
名
義
が
帰
属
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
取
戻
権
等
を
認
め
る
妨
げ
に

な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
授
権
者
も
取
戻
権
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
追
及
権
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
法
律
行
為
の
効
果
が
一

部
他
人
に
帰
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
法
律
行
為
の
当
事
者
た
る
地
位
を
行
為
者
自
身
に
保
有
す
る
制
度
で
あ
る
、
顕

わ
れ
た
授
権
に
は
、
民
法
一
一
〇
条
類
推
で
、
他
人
効
が
生
じ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
い
制
度
で
あ
る
、
隠
れ
た
授
権
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

は
同
法
一
九
二
条
に
よ
り
、
第
三
者
は
保
護
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
は
、
顕
わ
れ
た
授
権
の
と
き
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

隠
れ
た
授
権
の
と
き
も
あ
ろ
う
が
、
追
及
権
に
つ
い
て
は
手
形
法
一
六
条
二
項
が
規
律
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結
果
を
対
抗
要
件
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を
備
え
な
い
信
託
の
委
託
者
た
る
裏
書
人
と
比
較
す
る
と
、
授
権
者
の
保
護
と
同
程
度
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
手
形
法
一
六
条
二
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

も
、
信
託
者
三
一
条
も
、
取
得
者
の
主
観
的
要
件
が
善
意
無
重
過
失
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
が
権
限
授
与
、
信
託
譲
渡
ま
た
は
間
接
代
理
と
し
て
行
わ
れ
た
場
合
を
、
取
戻
権
、
第
三
者
異
議

の
訴
え
お
よ
び
追
及
権
の
点
か
ら
比
較
を
し
た
。
そ
の
結
果
、
取
戻
権
、
第
三
者
異
議
の
訴
え
お
よ
び
追
及
権
の
観
点
か
ら
す
る
と
、

ど
の
方
法
に
も
大
差
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

（
1
）
　
見
せ
手
形
と
は
、
「
単
に
所
持
人
の
資
力
を
仮
装
す
る
目
的
で
、
振
り
出
さ
れ
る
手
形
の
こ
と
…
…
決
済
な
い
し
検
査
に
備
え
て
帳

簿
の
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
た
め
と
か
、
所
持
人
に
資
力
が
あ
る
こ
と
を
一
時
的
に
仮
装
す
る
た
め
に
第
三
者
に
見
せ
る
だ
け
の
目
的
で

振
り
出
さ
れ
る
。
手
形
授
受
の
当
事
者
間
で
は
、
資
力
仮
装
の
目
的
以
外
に
は
使
用
せ
ず
、
所
持
人
が
資
力
が
あ
る
よ
う
な
外
形
を
よ
そ

　
お
っ
て
急
場
を
し
の
げ
ば
た
だ
ち
に
返
還
す
る
旨
の
約
束
が
行
わ
れ
る
。
…
…
（
河
本
一
郎
u
田
邊
光
政
『
手
形
小
切
手
法
小
事
典
』

　
（
中
央
経
済
社
、
平
元
）
二
九
八
頁
）
」
。

（
2
）
　
前
田
庸
『
手
形
法
小
切
手
法
入
門
』
（
有
斐
閣
、
平
元
）
四
六
～
四
九
頁
。

（
3
）
　
平
出
慶
道
『
手
形
法
小
切
手
法
』
（
有
斐
閣
、
平
四
）
二
二
～
一
二
九
頁
。

（
4
）
　
た
だ
し
、
浜
田
道
代
「
意
思
表
示
の
暇
疵
と
手
形
行
為
」
法
学
教
室
一
六
〇
巻
二
七
～
三
〇
頁
（
平
六
）
、
同
「
詐
欺
に
よ
る
手
形

行
為
『
見
せ
手
形
の
抗
弁
』
」
手
形
小
切
手
判
例
百
選
二
〇
～
二
一
頁
（
平
二
）
の
立
場
に
よ
る
場
合
だ
け
は
、
所
持
人
は
手
形
債
権
者

　
と
な
る
。
こ
の
説
は
、
二
段
階
説
で
あ
り
、
手
形
行
為
を
債
務
負
担
行
為
と
権
利
移
転
行
為
に
分
解
す
る
。
そ
し
て
、
双
方
の
行
為
に
つ

　
い
て
、
意
思
表
示
の
規
定
の
適
用
を
否
定
し
、
手
形
行
為
の
成
立
に
必
要
な
意
思
表
示
の
程
度
を
薄
め
る
。
つ
ま
り
、
債
務
負
担
行
為
は

無
因
行
為
で
あ
り
、
手
形
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
認
識
す
べ
く
し
て
署
名
す
れ
ば
成
立
し
、
権
利
移
転
行
為
も
、
無
因
行
為
で
あ
り
、
手

形
の
交
付
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
ま
た
は
認
識
す
べ
く
し
て
交
付
し
た
場
合
に
成
立
す
る
と
構
成
す
る
。
な
お
、
こ
の
見
解
は
、
原
因
関

係
を
「
手
形
行
為
の
当
事
者
間
の
実
質
的
債
権
債
務
関
係
の
す
べ
て
か
ら
、
証
券
に
表
章
さ
れ
た
金
銭
的
債
権
債
務
関
係
を
抽
出
し
た
残

余
」
と
独
自
の
定
義
を
し
、
見
せ
手
形
の
悪
意
の
転
得
者
に
対
す
る
抗
弁
を
手
形
法
一
七
条
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
手
形
行
為
者
が
手

形
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
署
名
し
、
こ
れ
を
相
手
方
に
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
手
形
行
為
は
成
立
す
る
と
す
る
説
に
よ
っ
て
も
、
隠

　
れ
た
取
立
委
任
裏
書
に
よ
っ
て
被
裏
書
人
は
手
形
上
の
権
利
者
と
な
り
、
見
せ
手
形
の
抗
弁
は
対
価
欠
訣
の
抗
弁
と
な
り
、
意
思
の
欠
鉄
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隠れた取立委任裏書について

　
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

（
5
）
　
菊
池
和
彦
「
手
形
の
無
因
性
の
再
検
討
」
法
経
論
叢
（
岩
手
県
立
盛
岡
短
期
大
学
）
一
一
号
四
九
頁
以
下
（
平
二
）
、
福
瀧
博
之

　
「
手
形
と
そ
の
原
因
関
係
」
竹
内
昭
夫
編
『
特
別
講
義
商
法
H
』
（
有
斐
閣
、
平
七
）
一
一
七
頁
以
下
。

（
6
）
　
た
だ
し
、
前
田
・
前
掲
註
（
2
）
『
手
形
法
小
切
手
法
入
門
』
二
三
八
頁
は
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
に
よ
り
、
信
託
が
設
定
さ
れ

　
る
と
解
し
て
い
る
。
間
接
代
理
の
定
義
に
つ
い
て
は
四
宮
和
夫
「
間
接
代
理
に
関
す
る
一
考
察
」
『
四
宮
和
夫
民
法
論
集
』
（
弘
文
堂
、
平

　
二
）
七
九
頁
。
な
お
、
来
住
野
究
「
間
屋
営
業
に
見
る
間
接
代
理
の
法
構
造
」
法
学
政
治
学
論
究
二
八
号
一
三
七
－
一
五
七
頁
（
平
七
）
。

（
7
）
　
四
宮
・
前
掲
（
6
）
『
四
宮
和
夫
民
法
論
集
』
九
二
頁
。

（
8
）
　
四
宮
和
夫
『
民
法
総
則
』
（
弘
文
堂
、
昭
六
〇
）
二
三
六
～
二
三
七
頁
、
於
保
不
二
雄
「
授
権
に
つ
い
て
」
『
京
大
訣
別
記
念
法
学
論

文
集
』
（
政
経
書
院
、
昭
八
）
二
六
八
頁
。

（
9
）
　
四
宮
和
夫
『
信
託
法
』
（
有
斐
閣
、
平
二
）
七
頁
、
田
中
實
『
信
託
法
入
門
』
（
有
斐
閣
、
平
四
）
二
七
～
二
八
頁
。

（
1
0
）
　
四
宮
・
前
掲
註
（
9
）
『
信
託
法
』
一
二
～
二
二
頁
。

（
11
）
　
四
宮
・
前
掲
註
（
9
）
『
信
託
法
』
一
〇
～
二
二
頁
。

（
1
2
）
　
四
宮
・
前
掲
註
（
6
）
『
四
宮
和
夫
民
法
論
集
』
九
三
頁
は
対
抗
要
件
は
不
要
で
あ
る
と
す
る
が
、
前
田
前
掲
註
（
2
）
『
手
形
法
小

　
切
手
法
入
門
』
二
三
八
～
二
三
九
頁
は
反
対
す
る
。

（
1
3
）
　
斎
藤
秀
夫
U
麻
上
正
信
『
注
解
破
産
法
』
（
青
林
書
院
、
平
六
）
四
六
五
頁
、
四
六
七
頁
。
な
お
、
江
頭
憲
治
郎
『
商
取
引
法

　
（
上
）
』
（
弘
文
堂
、
平
六
）
一
九
七
頁
は
、
自
己
商
を
兼
ね
る
問
屋
に
関
し
て
、
問
屋
が
委
託
者
の
た
め
に
保
有
す
る
権
利
の
範
囲
が
、

　
帳
簿
上
・
計
算
上
に
せ
よ
、
問
屋
に
お
い
て
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
委
託
者
が
問
屋
の
債
権
者
に
対
し
て
取
戻
権
・
第
三
者
異
議
等

　
そ
主
張
し
得
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

（
14
）
　
四
宮
・
前
掲
註
（
6
）
『
四
宮
和
夫
民
法
論
集
』
九
〇
～
九
三
頁
。
な
お
、
こ
の
説
は
、
間
接
代
理
の
定
義
と
し
て
、
「
他
人
の
計
算

　
で
、
自
己
の
名
に
お
い
て
法
律
行
為
を
行
う
事
務
処
理
の
形
式
」
で
あ
り
、
「
事
務
処
理
者
の
法
律
行
為
の
効
果
が
少
な
く
と
も
第
一
次

　
的
に
は
事
務
処
理
者
自
身
に
帰
属
す
る
」
も
の
と
し
て
い
る
。
七
九
頁
。
間
接
代
理
の
応
用
で
あ
る
間
屋
（
商
五
五
一
）
に
対
す
る
委
託

　
者
の
取
戻
権
に
つ
い
て
は
、
問
屋
の
債
権
者
の
公
信
の
保
護
を
理
由
と
す
る
否
定
説
（
田
中
誠
二
『
商
法
1
』
（
有
信
堂
、
平
二
）
二
二
二

　
～
二
一
四
頁
）
も
あ
る
が
、
肯
定
説
が
有
力
で
あ
る
。
肯
定
説
の
理
由
と
し
て
は
、
問
屋
の
債
権
者
は
問
屋
が
委
託
の
実
行
と
し
て
な
す

　
売
買
に
よ
り
形
式
上
取
得
す
る
権
利
ま
で
も
自
己
の
債
権
の
一
般
的
担
保
と
し
て
期
待
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
間
屋
の
債

315



法学研究70巻1号（’97：1）

　
権
者
を
問
屋
の
人
格
の
延
長
ま
た
は
問
屋
と
一
体
を
な
す
も
の
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
石
井
照
久
口
鴻
常
夫
『
商

　
行
為
』
（
勤
草
書
房
、
昭
五
九
）
二
八
～
二
一
〇
頁
、
大
隅
健
一
郎
H
戸
田
修
三
口
河
本
一
郎
『
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
商
法
皿
上

　
総
則
商
行
為
』
（
三
省
堂
、
昭
六
三
）
三
六
〇
頁
、
大
塚
龍
児
「
問
屋
の
破
産
と
委
託
者
の
取
戻
権
」
商
法
（
総
則
・
商
行
為
）
判
例
百

　
選
一
四
〇
頁
（
昭
六
〇
）
、
近
藤
光
男
『
商
法
総
則
・
商
行
為
』
（
有
斐
閣
、
平
八
）
一
八
九
～
↓
九
〇
頁
。
鈴
木
竹
雄
「
間
屋
関
係
に
於

　
け
る
委
託
者
の
地
位
」
法
学
協
会
雑
誌
五
三
巻
四
号
四
八
～
五
一
頁
（
昭
一
〇
）
、
高
鳥
正
夫
『
商
法
総
則
・
商
行
為
』
（
慶
鷹
通
信
、
昭

　
五
五
）
二
四
六
～
二
四
九
頁
、
田
邊
光
政
『
商
法
総
則
・
商
行
為
』
（
新
世
社
、
平
七
）
二
六
四
頁
。

（
1
5
）
斎
藤
H
麻
上
・
前
掲
註
（
1
3
）
『
注
解
破
産
法
』
四
九
九
～
五
〇
一
頁
。

（
1
6
）
　
四
宮
・
前
掲
註
（
6
）
「
間
接
代
理
に
関
す
る
一
考
察
」
九
二
頁
。

（
1
7
）
　
勾
国
o
o
↓
＞
↓
国
竃
国
Z
↓
○
閃
↓
頃
団
い
＞
≦
り
↓
勾
⊂
ω
↓
⑲
戸
＞
］
≦
南
勾
8
＞
Z
一
＞
≦
一
Z
oo
↓
一
↓
C
↓
国
℃
¢
ω
［
一
〇〇
二
国
菊
ω
（
一
〇
昭
）
鴇

　
㈱
N
O
o
ヨ
ヨ
Φ
馨
び
は
、
信
託
は
信
認
関
係
の
中
で
も
最
も
信
認
の
要
素
の
強
い
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
㈱
o。
O
o
ヨ
ヨ
①
旨
『
及
び

O
ゴ
餌
宮
雪
ザ
↓
8
8
N
」
昌
δ
α
ま
8
曙
Z
o
8
は
、
代
理
人
が
占
有
だ
け
で
な
く
、
本
人
の
た
め
に
、
そ
の
財
産
の
権
原
も
託
さ
れ
た

　
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
、
信
託
に
適
用
さ
れ
る
諸
規
定
は
適
用
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
代
理
関
係
に
適
用
さ
れ
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
、
と
し

　
て
い
る
。
な
お
、
慶
鷹
義
塾
大
学
信
託
法
研
究
会
訳
『
米
国
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
第
二
版
）
上
』
（
財
団
法
人
ト
ラ
ス
ト
6
0
、

平
八
）
三
頁
、
八
頁
及
び
一
四
頁
参
照
。

（
1
8
）
　
四
宮
・
前
掲
註
（
6
）
『
四
宮
和
夫
民
法
論
集
』
六
六
～
六
七
頁
。

（
1
9
）
　
四
宮
・
前
掲
註
（
6
）
『
四
宮
和
夫
民
法
論
集
』
六
六
頁
。

（
2
0
）
　
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
性
質
に
関
す
る
権
限
授
与
説
へ
の
批
判
に
は
、
被
裏
書
人
が
実
質
的
に
権
利
者
で
な
い
こ
と
が
債
務
者
ま

　
た
は
割
引
を
依
頼
す
る
第
三
者
に
判
明
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
被
裏
書
人
は
支
払
を
拒
絶
さ
れ
、
ま
た
は
割
引
を
受
け
ら
れ
な
い
、
と
す
る

　
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
被
裏
書
人
が
無
権
限
者
で
な
い
限
り
、
債
務
者
等
は
支
払
ま
た
は
割
引
を
断
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
取
立

受
任
者
は
、
取
立
委
任
者
ま
で
裏
書
の
連
続
あ
る
手
形
プ
ラ
ス
手
形
外
で
の
受
領
権
限
の
立
証
と
い
う
形
式
な
ら
ば
取
立
が
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
受
任
者
ま
で
裏
書
の
連
続
あ
る
手
形
に
よ
る
請
求
に
対
し
て
、
受
任
者
の
無
権
利
を
主
張
し
て
債
務
者
が
支
払
を
拒
も
う

　
と
し
た
場
合
に
は
、
受
任
者
が
手
形
外
で
権
限
を
立
証
す
れ
ば
支
払
い
は
受
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
所
持
人
の
権
利
者
と
し
て
の
推
定

　
が
破
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
実
質
的
な
権
限
を
証
明
す
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
る
。
取
立
委
任
者
ま
で
裏
書
の
連
続
あ
る
手
形
プ
ラ
ス
手
形
外

で
の
受
領
権
限
の
立
証
と
い
う
形
式
の
取
立
委
任
の
方
法
で
は
、
債
務
者
に
善
意
支
払
い
の
成
立
す
る
可
能
性
が
な
く
、
支
払
い
が
有
効
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で
あ
る
か
否
か
は
取
立
受
任
者
の
代
理
権
に
関
す
る
証
拠
方
法
を
債
務
者
が
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

　
て
、
受
任
者
ま
で
裏
書
の
連
続
あ
る
手
形
に
よ
る
請
求
に
よ
る
取
立
委
任
の
方
法
で
は
、
債
務
者
と
し
て
は
、
形
式
的
権
利
者
に
手
形
金

　
の
支
払
い
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
安
心
し
て
支
払
い
が
で
き
る
。
債
権
者
側
が
迅
速
な
支
払
い
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ

　
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
授
権
の
方
法
で
手
形
割
引
を
受
け
る
こ
と
は
、
買
戻
義
務
の
負
担
に
関
し
て
別
個
の
権
限
が
な
く
て
は
、
難
し
い

　
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
新
相
対
的
権
利
移
転
説
が
、
被
裏
書
人
は
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
も
、
債
務
者
は
被
裏
書
人
に
対
す
る
抗
弁

　
を
当
然
主
張
で
き
る
と
理
論
構
成
す
る
狙
い
は
不
明
で
あ
る
。

（
2
1
）
　
な
お
、
受
益
者
が
転
得
者
に
対
し
、
そ
の
取
得
行
為
を
取
り
消
す
た
め
に
は
、
相
手
方
の
悪
意
ま
た
は
重
過
失
の
ほ
か
、
さ
ら
に
転

得
者
の
悪
意
ま
た
は
重
過
失
を
必
要
と
す
る
。
取
消
の
結
果
、
善
意
の
相
手
方
は
不
足
の
損
害
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
松

本
崇
H
西
内
彬
『
特
別
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
信
託
法
・
信
託
業
法
・
兼
営
法
』
（
第
一
法
規
、
昭
四
七
）
一
九
四
～
一
九
五
頁
。

V
　
お
わ
り
に

隠れた取立委任裏書について

　
本
稿
で
は
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
法
的
性
質
に
関
す
る
日
本
と
ド
イ
ツ
の
学
説
の
違
い
を
出
発
点
と
し
て
、
検
討
を
し
て
み

た
。
原
因
関
係
に
も
、
手
形
記
載
に
限
定
さ
れ
る
手
形
関
係
に
も
含
ま
れ
な
い
、
手
形
行
為
の
当
事
者
が
行
っ
た
表
示
は
、
顧
慮
さ

れ
る
と
す
れ
ば
、
隠
れ
た
取
立
委
任
裏
書
の
裏
書
人
の
立
場
に
微
妙
な
違
い
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
授
権
・
代
理
・
信

託
の
制
度
は
、
ど
れ
も
財
産
管
理
制
度
と
い
う
概
念
で
く
く
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
裏
書
人
の
立
場
に
大
差
は
生
じ
る
は
ず
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
財
産
管
理
制
度
と
は
、
他
人
の
財
産
的
事
務
を
、
自
己
ま
た
は
そ
の
他
人
に
お
い
て
、
処
理
す
る
制
度
の
こ
と
で

（
1
）

あ
る
。
従
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
諸
説
が
対
立
し
て
い
な
が
ら
、
結
論
の
方
向
性
が
同
じ
に
な
っ
た
の
は
、
当
然
と
も
言
え
る
だ
ろ

う
。　

（
1
）
　
新
井
誠
『
財
産
管
理
制
度
と
民
法
・
信
託
法
』
（
有
斐
閣
、
平
二
）
一
～
四
頁
、
四
宮
和
夫
「
財
産
管
理
制
度
と
し
て
の
信
託
に
つ
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い
て
」
『
四
宮
和
夫
民
法
論
集
』
（
弘
文
堂
、
平
二
）
四
四
頁
。
道
垣
内
弘
人
『
信
託
法
理
と
私
法
体
系
』
（
有
斐
閣
、
平
八
）
二
一
六
～

一
二
七
頁
は
「
…
…
義
務
の
面
に
お
い
て
は
、
信
託
、
委
任
、
会
社
等
の
制
度
は
連
続
す
る
一
連
の
制
度
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

ら
の
制
度
に
お
け
る
各
義
務
者
は
、
本
質
的
に
同
様
の
義
務
を
負
う
。
」
「
…
…
委
任
そ
の
他
の
法
律
制
度
に
お
け
る
権
利
者
の
救
済
手
段

は
、
信
託
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る
救
済
手
段
と
同
等
の
も
の
に
な
る
…
…
」
と
す
る
。
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